
一
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
ケ
ル
ン
市
議
会
選
挙
と
市
民
層

棚

橋

信

明

一九世紀中葉におけるケルン市議会選挙と市民層（棚橋）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

【
要
約
】
　
従
来
の
ド
イ
ツ
自
由
主
義
研
究
は
、
ラ
イ
ン
自
由
主
義
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
性
格
の
み
を
一
面
的
に
強
調
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
ケ
ル

ン
に
お
け
る
市
議
会
選
挙
の
展
開
を
実
態
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ラ
イ
ン
自
由
主
義
の
「
市
民
的
」
基
盤
の
再
検
討
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
ラ
イ
ン
州
の
ゲ
マ
イ
ソ
デ
で
初
め
て
採
用
さ
れ
た
三
級
選
挙
制
度
は
、
ラ
イ
ン
市
昆
層
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
理
念
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、

ケ
ル
ン
に
お
い
て
も
高
額
所
得
者
で
あ
る
企
業
家
層
が
市
議
会
に
お
い
て
圧
倒
的
な
優
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
昆
層
の
自
発

的
な
選
挙
運
動
は
、
市
議
会
の
「
調
和
的
」
構
成
に
配
慮
す
る
独
自
の
理
念
を
基
礎
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
党
派
的
」
な
選
挙
は
一
般
に
排
除
さ
れ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
弾
帯
レ
ベ
ル
に
お
け
る
ラ
イ
ン
市
民
層
の
選
挙
行
動
は
、
一
九
世
紀
中
葉
に
お
い
て
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
階
級
利
害
に
完
全
に
支
配

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
理
想
的
「
市
民
社
会
」
の
形
成
に
関
係
す
る
「
市
民
的
」
理
念
に
も
依
拠
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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①

　
い
わ
ゆ
る
「
特
殊
な
道
」
論
争
を
契
機
と
し
て
、
ド
イ
ツ
市
民
層
の
歴
史
的
役
割
に
関
す
る
再
検
討
が
、
こ
れ
ま
で
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て

き
た
。
そ
れ
以
前
の
研
究
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
「
典
型
的
」
な
発
展
を
尺
度
と
し
て
、
ド
イ
ツ
市
民
層
の
旧
権
力
へ
の
「
妥
協
」

や
革
命
勢
力
に
対
す
る
「
裏
切
り
」
と
い
っ
た
「
負
の
側
面
し
が
も
っ
ぱ
ら
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
再
検
討
に
お
い
て
第

一
に
志
す
べ
き
は
、
、
」
う
し
琵
較
史
の
枠
組
み
の
見
直
し
で
あ
り
、
国
書
な
共
同
研
究
に
、
り
、
東
身
内
㌍
含
め
た
．
，
．
。
パ
ω

史
的
視
野
か
ら
の
ド
イ
ツ
霜
露
層
の
「
相
対
化
」
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
で
、
こ
う
し
た
研
究
過
程
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
つ
　
ー



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
の
は
、
ド
イ
ツ
市
民
層
の
内
的
多
様
性
や
地
域
的
発
展
の
偏
差
の
大
き
さ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
ド
イ

ツ
市
民
暦
の
政
治
的
、
社
会
的
に
多
様
な
要
素
を
、
「
負
の
側
面
」
も
含
め
て
体
系
的
に
再
評
価
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
ろ
う
。
　
そ
の
た

め
に
、
市
民
層
に
関
す
る
地
域
史
的
、
社
会
史
的
研
究
の
さ
ら
な
る
深
化
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ラ
イ
ン
市
民
層
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
は
特
別
な
意
味
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
ラ
イ
ン
州
は
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に

お
い
て
有
数
の
経
済
的
先
進
地
域
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
強
力
に
成
長
し
た
市
民
層
が
、
自
由
圭
義
を
代
表
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
官
憲
国
家
と
直
接

的
に
対
峙
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
四
八
年
革
命
の
際
に
、
自
由
主
義
内
閣
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
ラ
イ
ン
州
出
身
の
企

業
家
で
あ
る
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
（
び
＆
。
罵
O
p
白
℃
冨
窃
霧
）
と
ハ
イ
ゼ
マ
ン
（
∪
二
季
寓
録
ω
。
臼
ρ
塁
）
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
、
ラ
イ

ン
市
民
層
に
関
す
る
再
検
討
は
十
分
な
進
展
を
み
て
い
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
ラ
イ
ン
市
民
層
と
そ
の
自
由
主
義
は
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ド
イ
ツ
の
自
由
主
義
に
関
し
て
は
、
L
・
ガ
ル
の
論
考
を
き
っ
か
け
に
、
初
期
自
由
主
義
の
政
治
的
性
格
や
保
守
的
転
化
の
問
題
等
を
め
ぐ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
議
論
の
な
か
で
、
一
九
世
紀
中
葉
の
ラ
イ
ン
自
由
主
義
は
、
西
爾
ド
イ
ツ
の
初
期
自
由
主
義

と
対
比
し
て
、
「
非
典
型
的
」
な
も
の
と
し
て
周
辺
的
に
の
み
扱
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
西
南
ド
イ
ツ
の
自
由
主
義
者
が
、
す
べ
て
の
社
会

層
を
「
調
和
的
」
に
包
摂
し
て
い
く
「
中
間
身
分
（
護
淳
Φ
一
。
・
3
＆
）
」
や
「
無
階
級
市
民
社
会
（
屋
ρ
ω
ω
Φ
巳
。
ω
Φ
切
晋
σ
・
曾
σ
Q
Φ
。
。
Φ
房
。
匿
3
」
の
理
念

を
長
く
保
持
し
つ
づ
け
た
の
に
対
し
て
、
ラ
イ
ン
自
由
主
義
者
は
こ
の
よ
う
な
理
念
か
ら
は
や
く
に
脱
却
し
、
四
八
年
革
命
以
前
に
す
で
に
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
的
階
級
利
害
の
代
表
者
と
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
般
に
ラ
イ
ン
自
由
主
義
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
性
格

と
「
実
用
主
義
（
勺
声
σ
Q
B
豊
ω
B
島
）
」
が
強
調
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
の
社
会
的
基
盤
や
独
自
の
政
治
的
、
社
会
的
理
念
に
つ
い
て
の
踏
み
込
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

だ
考
察
は
十
分
に
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
都
市
と
い
う
政
治
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
ラ
イ
ン
自
由
主
義
を
支
え
た
「
市
民
的
」

基
盤
の
実
態
的
な
解
明
を
め
ざ
す
。
そ
の
際
、
ラ
イ
ン
州
の
中
心
都
市
ケ
ル
ン
に
考
察
対
象
を
し
ぼ
り
、
と
り
わ
け
市
議
会
選
挙
へ
の
市
民
層

2 （2）
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の
関
与
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。
そ
の
前
提
と
し
て
第
一
章
で
は
、
一
八
四
五
年
に
布
告
さ
れ
た
「
ラ
イ
ン
州
ゲ
マ
イ
ン

デ
条
令
」
の
成
立
過
程
か
ら
、
そ
の
選
挙
舗
度
が
ラ
イ
ン
市
民
層
の
ど
の
よ
う
な
理
念
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
確
認
し
て
お
く
。
そ

し
て
第
二
章
で
は
、
三
級
選
挙
制
度
に
よ
る
市
議
会
選
挙
人
の
階
級
構
成
を
、
ケ
ル
ン
社
会
と
の
対
応
に
お
い
て
み
る
。
つ
づ
く
第
三
章
で
は

市
議
会
選
挙
の
実
施
概
要
と
、
こ
れ
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
市
議
会
の
社
会
溝
成
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
最
後
に
第
四
章
で
は
、
市
民
の
自
発

的
な
選
挙
運
動
の
展
開
に
立
ち
入
り
、
選
挙
運
動
の
機
能
と
「
市
民
社
会
扁
の
形
成
を
め
ざ
す
「
市
民
的
」
理
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し

　
　
　
⑦

て
み
た
い
。

　
～
・
コ
ッ
カ
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
市
民
層
は
「
上
」
と
「
下
」
に
対
す
る
二
重
の
「
社
会
的
対
立
線
（
u
職
O
N
一
帥
一
①
　
国
肖
O
目
搾
O
昌
）
」
の

聞
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
上
」
に
対
し
て
は
特
権
的
貴
族
や
王
権
か
ら
の
批
判
的
な
「
疎
隔
（
咽
び
。
。
Φ
嘗
旨
α
q
）
」
が
、
「
下
」
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
下
層
民
か
ら
の
防
御
的
な
「
疎
隔
」
が
、
市
畏
層
成
立
の
要
件
と
な
っ
た
。
他
方
で
市
民
層
は
、
こ
う
し
た
「
中
間
的
」
な
位
置
に
あ
れ
ば

こ
そ
、
新
た
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
「
市
畏
社
会
」
の
中
核
と
し
て
、
他
の
社
会
層
の
包
括
的
な
統
合
に
努
力
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
、
都
市
に
お
け
る
市
民
層
の
政
治
行
動
を
実
態
的
に
解
明
し
て
い
く
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
支
配
を
隠
蔽
す
る

た
め
の
欺
購
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
「
市
民
的
」
理
念
の
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
実
的
効
力
を
再
検
証
す
る
う
え
で
、

重
要
な
視
座
を
提
供
し
得
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

①
論
争
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
松
本
彰
「
『
ド
イ
ツ
の
特
殊
な
道
』
論
争
と
比
較

　
史
の
方
法
」
『
歴
史
学
研
究
隔
五
四
三
（
一
九
八
五
年
）
参
照
。
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他
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冨
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ω
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窓
9
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『
葭
篤
無
ミ
凡
恕
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N
ミ
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ミ
ミ
b
o
卜
o
ρ
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㊤
胡
．
邦
訳
と
し
て
、
近
藤
潤

　
三
・
五
典
宏
太
訳
「
自
由
主
義
と
『
市
蝿
社
会
臨
ー
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
由
主

　
義
運
動
の
特
質
と
発
展
に
つ
い
て
一
」
『
往
会
科
学
論
集
』
三
二
　
（
一
九
九
二

　
年
）
が
あ
る
。

⑤
　
議
論
は
、
ガ
ル
が
初
期
自
由
主
義
を
過
度
に
「
理
想
化
」
し
て
捉
え
て
お
り
、

　
ま
た
四
八
年
革
命
の
み
に
保
守
的
転
化
の
契
機
を
み
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
批
判

　
と
し
て
開
始
さ
れ
た
。
タ
、
．
轡
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。
ヨ
ヨ
ω
o
P
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角
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幕
ω
夢
。
＝
σ
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冨
日
霧

　
N
乱
。
。
島
Φ
コ
、
、
潤
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①
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⑦
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句
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な
ど
を
参
照
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⑥
　
ラ
イ
ン
自
由
主
義
独
自
の
社
会
政
策
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を
扱
っ
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も
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と
し
て
は
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切
．
閂
Φ
7

　
お
嵩
冨
9
℃
閃
ぽ
貯
罰
。
。
畠
母
U
瞬
σ
段
a
貯
旨
器
β
p
儒
α
Q
o
ω
o
嵩
。
ゆ
。
冨
津
一
一
〇
冨
く
興
貯
？

　
ω
暑
σ
Q
噂
貯
“
名
．
ω
o
鉱
巴
2
（
出
σ
q
．
）
、
葭
9
蓉
§
ミ
蕊
§
匙
ミ
9
給
鳶
鴇
ぎ
凝

　
翫
年
下
ミ
鴇
壽
§
§
ミ
ミ
遷
㌧
Ω
α
け
陣
貯
σ
q
①
ロ
δ
Q
◎
ω
と
切
．
切
O
O
ダ
O
ミ
餌
題
ミ
8
恥

　
§
き
罫
§
～
b
蕊
喜
職
這
吻
き
馬
§
ミ
防
暮
ミ
議
事
碕
ミ
瀞
唐
§
ミ
ミ
q
職
§
N
噛
㌣

　
二
二
ミ
ミ
§
ミ
ミ
一
隻
乱
S
ミ
鳶
」
。
。
賦
叢
。
。
回
ざ
O
α
詳
一
昌
σ
q
。
麺
一
り
逡
が
最
近
で
は
注
目

　
さ
れ
る
。
ま
た
、
ご
口
㌔
◇
℃
p
。
無
σ
曾
σ
q
㌧
鵠
ぎ
帖
ミ
舘
｝
ミ
ト
画
曾
ミ
駐
§
窃
爵
ミ
§

　
ミ
寒
鳶
壽
野
島
ミ
博
ミ
ミ
の
簿
馬
遣
偽
器
ミ
舳
§
§
℃
§
ミ
題
い
酋
ミ
N
。
。
亀
＼
も
”
肉
α
冒

　
這
。
。
q
も
重
要
で
あ
る
が
、
自
由
主
義
の
問
題
に
対
す
る
明
確
な
論
点
に
欠
け
る
。

　
我
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
、
ド
イ
ツ
自
由
主
義
者
は
お
も
に
経
済
思
想
史
の
分
野
で

　
扱
わ
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
肥
前
栄
一
『
ド
イ
ツ
経
済
政
策
史
序
説
』
（
乗
来
社
、

　
｝
九
七
三
年
）
は
、
カ
ン
ブ
ハ
ウ
ゼ
ン
、
メ
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
な
ど
の
ラ
イ
ン
自
由
主

　
義
者
の
経
済
政
策
論
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
林
昇
『
フ
リ
ー
ド
リ

　
ッ
ヒ
・
リ
ス
ト
論
考
』
（
未
来
社
、
　
一
九
六
六
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
リ
ス
ト
研

　
究
の
多
く
も
、
こ
の
よ
う
な
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
政
治
史
の
分

　
野
で
自
由
主
義
の
問
題
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。

　
ラ
イ
ン
虜
由
主
義
に
関
し
て
は
、
末
川
清
「
三
月
革
命
期
に
お
け
る
ラ
イ
ン
白
H
由

　
派
の
政
治
的
性
格
」
桑
原
武
炎
編
『
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
比
較
研
究
』
（
筑
摩
書

　
房
、
一
九
六
四
年
）
な
ど
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
最
近
で
は
初
期
自
由
主
義
者

　
の
社
会
政
策
論
に
関
し
て
、
北
村
昌
史
「
　
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
宅
改
革

　
構
想
の
変
遷
…
1
労
働
者
福
祉
中
央
協
会
の
機
関
誌
を
題
材
に
i
」
『
史
林
』

　
七
六
－
六
（
｝
九
九
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
由
主
義
を
地
域

　
的
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
、
ド
イ
ツ
本
国
に
お
い

　
て
も
こ
れ
ま
で
十
分
な
展
朋
を
み
て
い
な
い
。
く
σ
q
ド
累
石
黛
σ
雲
σ
q
’
P
勲
O
・
’
ω
・

　
＝
’

⑦
都
市
史
研
究
に
つ
い
て
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
で
も
か
な
り
の
蓄
積
が
あ
り
、
省
都

　
市
の
経
済
史
的
、
社
会
史
的
な
基
礎
研
究
が
個
鋼
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
と
こ

　
ろ
が
他
方
で
、
都
市
の
政
治
構
造
や
指
導
的
市
斑
摺
の
致
治
行
動
に
書
す
る
考
察

　
は
依
然
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
＜
σ
q
r
登
O
旦
一
、
o
。
3
象
g
民
国
安
σ
q
①
詳
目
昌

　
｛
旨
一
ρ
冒
塞
げ
二
重
9
井
蛍
p
℃
δ
ぴ
一
①
ヨ
p
口
ず
一
や
一
『
　
α
窪
ω
■
（
譲
σ
q
．
Y
軌
封
ミ

　
ミ
ミ
切
畿
薦
ミ
馬
§
ミ
ミ
宕
p
誉
鳶
さ
ミ
ミ
馬
蚤
寓
雪
。
”
μ
魯
一
〇
〇
P
ω
し
I
H
Q
。
’

⑧
　
囚
o
o
搾
ρ
じ
q
母
σ
q
霞
ε
ヨ
餌
盆
σ
薗
「
σ
q
①
二
一
9
Φ
Ω
Φ
ω
⑦
一
一
ω
。
匿
h
砕
触
。
っ
．
ト
。
O
凸
①
。
但

　
し
、
本
稿
で
扱
う
「
市
民
」
と
は
、
財
産
評
価
に
よ
り
市
議
会
選
挙
権
を
取
得
し

　
た
都
市
上
層
の
企
業
家
と
教
養
市
畏
を
お
も
な
内
容
と
す
る
（
第
二
章
（
二
）
参

　
照
）
。
他
方
で
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
と
は
資
本
家
階
紐
〃
と
し
て
の
企
業
家
屡
を
意
味

　
す
る
。
概
念
史
的
整
理
に
つ
い
て
は
、
鼠
◆
閃
一
a
。
一
L
W
管
σ
q
Φ
び
o
Q
富
騨
冨
σ
騨
α
Q
①
5

　
ご
d
費
σ
q
賃
窪
昼
貯
…
≦
●
O
g
N
Φ
、
自
聾
入
霞
α
q
．
）
M
象
8
ミ
“
ミ
N
凡
ら
富
O
臓
§
§
価
㍗
§
、

　
し
σ
山
．
鮒
ω
ε
洋
α
q
固
答
搭
蕊
お
よ
び
松
本
彰
「
ド
イ
ツ
市
民
社
会
の
理
念
と
現
実

　
一
し
。
麟
『
σ
q
無
概
念
の
再
検
討
－
」
『
思
想
』
六
八
一
二
（
一
九
八
～
年
）
も
参
照
。
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第
隔
章
　
　
「
ラ
イ
ン
剛
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
」
の
成
立
過
程

一九世紀中葉におけるケルン市議会選挙と市民層（棚橋）

　
一
八
一
五
年
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
の
決
定
に
よ
り
、
ラ
イ
ン
河
両
岸
の
広
汎
な
地
域
が
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
に
編
入
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
プ
ロ
イ

セ
ン
政
府
は
、
東
部
の
地
方
行
政
翻
度
を
ラ
イ
ン
地
域
に
も
導
入
し
、
行
政
的
な
統
一
化
政
策
を
進
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
シ
ュ
タ
イ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

都
市
条
令
（
一
八
○
八
年
）
の
ラ
イ
ン
州
で
の
実
施
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
さ
れ
た
が
、
ラ
イ
ン
市
民
層
は
フ
ラ
ン
ス
統
治
時
代
の
ゲ
マ
イ
ン

デ
制
度
の
維
持
を
主
張
し
、
政
府
と
激
し
く
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
か
で
も
、
都
市
ど
農
村
の
統
一
性
の
維
持
は
、
ラ
イ
ン
市
民
劇
が
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
固
執
し
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
の
導
入
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
一
八
三
一
年
五
月
に
は
「
プ
β
イ
セ
ン
修
正
都
市
条
令
」
が
公
布
さ
れ
、
一
八
一
五
年
に
プ
ロ
イ
セ
ン
領
と
な
っ
た
ポ
ー
ゼ
ン
州
や
ヴ
ェ
ス

ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
な
ど
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
政
府
は
、
ラ
イ
ン
州
で
も
都
市
代
表
者
会
議
を
召
集
し
（
同
年
四
月
）
、
こ

の
「
修
正
都
市
条
令
」
か
シ
ュ
タ
イ
ン
都
市
条
令
の
ど
ち
ら
か
の
選
択
を
協
議
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
会
議
は
都
市
条
令
そ
の
も
の
の
受
け

　
　
　
　
　
　
③

入
れ
を
拒
否
し
た
。
そ
れ
は
、
都
市
条
令
の
導
入
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
の
時
点
で
都
市
と
農
村
の
制
度
的
分
離
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
し
た

か
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
政
府
は
、
今
度
は
農
村
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
関
す
る
条
令
案
を
第
四
道
州
議
会
（
一
八
三
三
⊥
二
四
年
）
に
提
出
し
、
都
市
と

農
村
の
分
離
を
企
図
し
た
。
こ
の
政
府
の
提
案
に
対
し
て
州
議
会
は
、
統
一
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
へ
の
要
望
書
を
圧
倒
的
多
数
の
賛
成
で
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
、
断
固
た
る
抵
抗
の
意
志
を
示
し
た
。
こ
う
し
た
抵
抗
に
よ
り
、
政
府
は
つ
い
に
都
市
と
農
村
の
分
離
を
あ
き
ら
め
た
の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
ン
州
の
市
民
層
が
統
一
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
に
こ
だ
わ
っ
た
背
景
に
は
、
彼
ら
の
経
済
的
利
害
関
心
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ

ン
ス
統
治
時
代
に
実
施
さ
れ
た
統
一
的
行
政
制
度
は
、
同
時
に
都
市
と
農
村
問
の
経
済
的
障
害
を
除
去
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
農
村

部
に
お
け
る
市
民
層
の
経
済
活
動
が
活
発
化
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
都
市
と
農
村
を
再
び
行
政
的
に
分
離
す
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
農
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
お
け
る
土
地
所
有
者
の
優
位
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
り
、
経
済
活
動
の
制
限
に
つ
な
が
る
こ
と
を
市
民
層
は
恐
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
ま
た
、
市
民
層
が
統
一
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
擁
護
の
重
要
な
論
拠
と
し
た
の
は
、
二
般
公
民
（
些
σ
q
Φ
導
①
ぎ
。
ω
◎
。
け
毬
富
σ
晋
σ
q
①
琴
・
ヨ
）
」
の
理
念
　
5



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
都
市
と
農
村
の
行
政
的
分
離
が
、
公
民
一
般
の
平
等
な
権
利
の
保
証
に
反
す
る
ど
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
ケ
ル

ン
在
住
の
企
業
家
で
あ
り
、
代
表
的
な
自
由
主
義
者
で
あ
っ
た
メ
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
（
O
信
o
o
砕
ρ
＜
　
＜
O
P
　
ン
R
Φ
〈
一
ω
ω
①
昌
）
も
、
統
一
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
制
度
の

熱
心
な
擁
護
者
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
都
市
と
農
村
の
行
政
的
な
分
離
に
と
も
な
う
地
域
的
な
「
特
権
」
が
、
個
人
の
身
分
制
的
な
「
特
権
」
へ

と
転
化
す
る
こ
と
を
と
り
わ
け
危
惧
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
分
離
が
結
果
的
に
「
農
民
を
市
民
か
ら
遠
ざ
け
、
孤
立
化
に
よ
っ
て
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

す
ま
す
彼
ら
を
隷
属
的
な
状
態
へ
と
陥
い
れ
る
」
こ
と
に
な
る
と
、
警
告
を
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
二
般
公
民
」
理
念
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
議
会
の
選
挙
制
度
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
市
民
層
は
政
治
的
な
権
利
に
関
し
て
、
公
民
の
完
全
な
平
等
を
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
選
挙
翻
度
の
問
題
も
、
ラ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ン
州
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
一
八
○
八
年
の
シ
ュ
タ
イ
ン
都
市
条
令
に
お
い
て
も
、
ま
た
一
八
三
一
年
の
「
修
正
都
市
条
令
」
に
お
い
て
も
、
・
財
産
評
価
（
N
①
ロ
ω
信
。
。
）
に

よ
る
制
限
選
挙
制
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
は
当
初
か
ら
ラ
イ
ン
州
で
も
選
挙
権
の
翻
限
を
適
当
と
考
え
て
い
た
q
一
八
一

六
年
の
内
相
シ
ュ
ヅ
ク
マ
ン
（
囚
ρ
超
霞
津
δ
曾
8
げ
く
。
コ
ω
。
冒
畠
B
ρ
目
）
の
都
市
条
令
草
案
に
も
、
財
産
評
価
に
よ
る
選
挙
権
の
層
層
が
含
ま

　
　
　
⑨

れ
て
い
た
。
他
方
で
、
ラ
イ
ン
州
の
企
業
家
層
も
こ
う
し
た
財
産
資
格
に
よ
る
優
遇
制
度
を
望
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
ラ
イ
ン
州
の
地

方
官
庁
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
の
経
験
か
ら
自
由
主
義
的
な
傾
向
を
も
つ
官
吏
が
多
く
、
彼
ら
が
普
通
選
挙
を
強
力
に
支
持
し
た
。
ま
た
、
官

吏
を
含
む
教
養
市
民
の
多
く
が
、
教
養
が
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
ず
、
財
産
所
有
者
の
み
が
優
遇
さ
れ
る
選
挙
制
度
に
対
し
て
反
対
の
立
場
を
取

　
　
　
⑩

っ
て
い
た
。

、
こ
う
し
た
な
か
で
、
最
初
に
州
議
会
で
検
討
さ
れ
た
の
は
普
通
選
挙
を
基
本
と
す
る
選
挙
制
度
で
あ
っ
た
。
第
四
回
州
議
会
に
お
い
て
は
、

経
済
的
な
自
立
と
直
接
税
の
納
税
の
み
を
選
挙
権
の
取
得
条
件
と
す
る
こ
と
で
合
意
が
成
立
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
普
通
選
挙
が

「
多
数
者
の
専
糊
支
配
」
に
つ
な
が
る
危
険
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
危
険
を
避
け
る
目
的
で
階
級
別
方
式
の
導
入
が
検
討
さ
れ
た
の
で
あ

・
や
ハ
・
ゼ
マ
・
の
友
人
で
あ
り
・
ア
ー
ヘ
ン
の
行
政
官
で
あ
・
だ
リ
・
ツ
（
垂
Φ
巨
穿
）
は
・
州
議
会
議
員
と
し
て
こ
の
と
き
階
級

6 （6）卜
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別
方
式
を
積
極
的
に
支
持
し
た
が
、
彼
は
以
前
に
「
最
も
多
く
支
払
う
者
が
、
そ
れ
に
従
っ
て
最
も
大
き
な
権
利
」
を
得
る
べ
き
こ
と
を
主
張

　
　
　
⑫

し
て
い
た
。
こ
う
し
た
考
え
に
対
応
し
た
階
級
別
方
式
と
は
、
納
税
総
額
を
三
等
分
す
る
か
た
ち
で
、
有
権
者
を
高
納
税
老
か
ら
順
に
第
一
～

第
三
階
級
に
分
け
、
各
階
級
が
同
数
の
議
員
を
選
出
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
上
位
階
級
に
属
す
る
少
数
の
高
納
税
者
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ど
、
価
値
の
高
い
選
挙
権
を
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
第
四
回
州
議
会
は
、
普
通
選
挙
と
納
税
額
三
等
分
方
式
を
組
み
合
わ
せ
る
三
級
選
挙
制
度
を
政
府
に
提
案
し
た
の
で
あ
る
が
、

第
七
回
州
議
会
（
一
八
四
三
年
）
に
提
出
さ
れ
た
政
府
案
は
、
別
の
方
法
に
よ
る
三
級
選
挙
制
度
を
採
用
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
納
税
額
か
所
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

額
に
よ
り
選
挙
権
を
綱
限
し
、
そ
の
う
え
で
有
権
者
を
単
純
に
頭
数
で
三
等
分
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
府
案
は
、
有
権
者
に

は
基
本
的
に
平
等
な
権
利
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
選
挙
権
の
制
限
と
い
う
点
で
は
、
第
四
回
州
議
会
の
提
案
を
大
き
く
後
退

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
政
府
案
に
対
し
て
州
議
会
は
何
ら
異
議
を
唱
え
ず
、
こ
の
と
き
臆
面
と
さ
れ
た
の
は
、
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

準
と
す
べ
き
税
の
種
類
と
そ
の
基
準
額
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
ケ
ル
ン
の
カ
ン
プ
ハ
ゥ
ゼ
ン
、
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
ハ
イ
ト

（
き
σ
・
器
け
く
8
駄
馬
霞
9
8
、
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
べ
ッ
ケ
ラ
ー
ト
（
国
。
善
き
⇔
＜
8
b
ゆ
Φ
昆
霞
曽
夢
）
と
い
っ
た
有
力
な
企
業
家
層
が
、
州
議
会

で
の
影
響
力
を
増
大
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
結
局
、
一
八
四
五
年
の
「
ラ
イ
ン
州
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
」
で
採
用
さ
れ
た
選
挙
方
法
は
、
納
税
総
額
か
所
得
総
額
を
三
等
分
す
る
方
式
と
財

産
に
よ
る
選
挙
権
の
制
限
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
四
回
州
議
会
と
第
七
回
県
議
会
で
提
起
さ
れ
た
方
法
の
、
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
的
な
部
分
を
結
合
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ラ
イ
ン
州
の
三
級
選
挙
制
度
は
、
二
般
公
民
」
理
念
に
対
し
て
企
業
家
層
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
理
念
が
貫
徹
さ
れ
る
過
程
で
成
立
し
た
と
い
え
る
。

　
③
行
政
的
な
統
…
化
政
策
全
般
に
関
し
て
は
、
即
ω
9
窪
斜
、
叢
も
§
ミ
い
織
　
　
　
　
長
（
b
ご
傭
茜
⑦
「
巳
。
♂
9
憎
）
制
度
の
維
持
を
主
張
し
た
。
「
ラ
イ
ン
州
ゲ
マ
イ
γ
デ
条

　
　
翫
討
沁
ぎ
焼
ミ
§
§
・
恥
音
引
帖
ミ
煙
ミ
特
§
も
㌃
ら
ミ
§
、
M
§
恥
ミ
畿
§
魯
。
ミ
き
忌
M
い
　
　
　
　
令
」
の
成
立
過
程
に
関
し
て
は
、
Ω
。
菊
。
一
Φ
鉾
b
穏
§
二
三
馬
尾
譜
卜
§
．
・
爵
§
N
職
紬
ヤ

　
　
§
§
翫
蚕
妻
一
〇
ω
冨
α
二
一
箋
り
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
§
竃
蝋
冨
磐
ミ
偽
給
農
乱
ミ
、
着
謹
q
駐
さ
§
昏
糞
切
¢
税
一
ぎ
＼
ピ
。
弓
賦
σ
q
一
㊤
這
＼
一
も
。
、

　
②
そ
の
ほ
か
に
市
民
暦
は
、
連
合
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
ω
ρ
⇒
憐
α
q
①
き
①
ぎ
ユ
。
）
制
度
や
市
　
　
　
　
な
Q
マ
蒔
ひ
⊃
I
q
ご
O
噛
O
『
0
9
ご
b
ミ
沁
轟
ミ
ミ
鴇
ぎ
㌔
き
唱
慧
無
斜
ミ
§
ミ
ミ
偽
ミ
恥
越
N
タ7　（7）



　
U
密
器
ざ
。
晶
一
㊤
一
Q
。
吻
。
り
■
這
圃
－
置
9
瞬
．
－
ρ
閃
螢
σ
①
び
b
鳶
肉
為
q
帖
ミ
ミ
ミ
馬

　
軸
竃
傍
き
§
肉
塁
～
§
昏
蓉
欺
。
噛
嫡
ミ
ミ
勘
ミ
ミ
ミ
帆
ミ
ポ
≦
器
。
。
σ
巴
Φ
昌
一
㊤
8
㌔
の
’
一
◎
。
の
1

　
卜
。
O
Q
。
な
ど
を
参
照
。
我
が
厨
で
は
、
三
成
賢
次
「
三
月
前
期
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
イ

　
ン
州
に
お
け
る
地
方
自
治
制
度
の
形
成
と
そ
の
構
造
」
『
阪
大
法
学
隔
一
二
三
（
一

　
九
八
二
年
）
が
、
お
も
に
制
度
的
諸
間
知
の
整
理
を
行
な
っ
て
い
る
。

③
0
8
0
7
℃
ま
量
§
ミ
N
§
周
ミ
薦
噂
ω
レ
。
。
刈
．

④
　
壽
さ
§
ミ
N
§
恥
§
き
ミ
ミ
馬
O
恥
§
馬
帖
醤
§
も
義
糞
曙
蕊
唖
ミ
恥
需
ミ
註
㌔
き
一

　
ミ
喬
㌍
｝
ぴ
3
．
ひ
ロ
ロ
Φ
ユ
言
一
。
◎
匂
◎
◎
ω
9
曾
一
㊤
Q
Q
■

⑤
ω
。
『
9
斜
P
勲
○
こ
6
。
b
O
L
O
。
。
’
ラ
イ
ン
地
域
の
経
済
史
に
つ
い
て
は
、
我
が
．

　
国
で
も
木
谷
勤
「
初
期
資
本
主
義
と
問
屋
制
工
業
」
『
思
想
』
三
四
四
（
一
九
五

　
三
年
）
、
渡
辺
尚
「
産
業
革
命
期
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
に
お
け
る
社

　
会
的
分
業
の
展
粥
」
『
土
地
制
度
史
学
』
ゴ
～
二
（
一
九
六
六
年
）
、
川
本
和
良
『
ド

　
イ
ツ
産
業
資
本
成
立
史
論
』
（
未
来
社
、
　
一
九
七
　
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
か
な

　
り
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
諸
論
点
を
紹
介
す
る
余
裕

　
は
な
い
が
、
一
般
に
ラ
イ
ン
地
域
は
、
束
エ
ル
ベ
地
域
と
の
紺
比
で
、
資
本
主
義

　
の
「
下
か
ら
」
の
発
展
コ
ー
ス
が
お
お
む
ね
貫
徹
し
た
地
域
と
し
て
理
解
さ
れ
て

　
き
た
。

⑥
9
8
p
℃
さ
ミ
9
§
ミ
N
§
礼
ミ
㍗
ψ
に
O
㎞
囚
㌔
ρ
句
p
σ
霧
㌧
鐙
。
ぎ
ヨ
日
戸
5
9
。

　
ω
①
一
σ
ω
け
〈
o
コ
＜
9
ε
蹟
貯
α
o
『
濁
富
ぎ
℃
8
三
言
晒
旨
一
㊤
・
冒
げ
ヨ
ロ
a
o
昼
一
円

　
沁
ミ
§
焼
鴇
ぎ
ミ
ミ
鳶
蘭
暮
曳
魯
ミ
ミ
3
誌
．
し
。
P
お
O
伊
ω
．
お
ご
即
囚
。
。
・
①
＝
o
o
ぎ

　
㌧
§
も
§
樋
ミ
恕
ぎ
嵩
霜
魯
ミ
｝
二
§
園
沁
ミ
ミ
ミ
画
§
㌧
。
。
．
〉
島
こ
O
Q
ε
暮
σ
q
9
。
答
硲
Q
。
ざ

　
o
。
幽
零
ρ
「
公
民
（
ω
＄
ρ
富
σ
貯
σ
q
曾
）
」
と
は
、
狭
い
意
味
で
は
参
政
権
を
有
す
る

　
「
能
動
的
（
ρ
簿
ぞ
と
公
民
の
み
を
さ
す
が
、
広
い
意
味
で
は
園
家
の
保
護
を
享

　
愛
す
る
だ
け
の
「
受
動
的
（
醤
ω
ω
｛
く
）
」
公
義
も
含
む
。
し
た
が
っ
て
、
コ
般
公

　
民
」
と
は
、
す
べ
て
の
国
民
を
包
摂
す
る
理
念
で
あ
る
。
＜
σ
q
P
図
一
①
O
o
一
い
じ
む
麟
7

　
α
q
①
び
ω
畠
葺
ω
ぴ
宥
α
q
2
．
M
切
晋
σ
q
豊
9
昼
6
0
■
“
に
．

⑦
　
｝
．
駁
碧
ω
o
戸
9
翼
ミ
竃
§
罫
豊
島
§
、
切
α
．
b
。
℃
ご
σ
〇
二
ぎ
一
㊤
0
9
6
り
’
ざ
ω

　
1
一
〇
臼

⑧
ゲ
マ
イ
ン
デ
選
挙
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
に
闘
し
て
は
、
と
く
に
缶
■
切
。
σ
①
量
。
ダ

　
闘
寒
ミ
蕊
偽
ミ
督
㍗
帖
ミ
§
§
田
田
奉
b
箒
§
ミ
鳶
“
ミ
智
蕊
き
霜
§
ミ
自
白
ミ
勘
ぎ
帖
9
ヤ

　
N
ミ
ミ
嵩
嵩
ム
。
。
も
ミ
ミ
寒
月
“
奪
誉
鷺
ぎ
躇
§
偽
b
ミ
隷
N
翁
題
9
§
勘
ミ
篭
偽
ミ
勲

　
∪
騨
器
嵐
O
塊
一
8
P
Q
Q
．
澄
ふ
b
Ω
、
8
占
8
…
司
P
9
さ
淘
ぎ
葺
N
ミ
ミ
＄
Q
Q
．
一
㊤
Q
◎
I
N
8

　
や
、
水
崎
節
文
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
等
級
選
挙
の
形
成
」
『
岐
阜
大
学
教
養
部
研

　
究
報
告
』
三
（
一
九
六
七
年
）
も
参
照
。

⑨
　
ω
畠
暮
斜
p
p
O
こ
ω
．
Φ
メ

⑩
尊
5
0
σ
①
話
。
戸
ρ
騨
・
○
二
ω
』
。
。
占
O
”
富
ふ
①
嚇
o
Q
。
ぎ
亘
騨
p
O
．
㌔
ω
」
。
．
9

⑪
謬
さ
§
ミ
§
恥
§
§
ミ
ミ
馬
O
§
N
匙
§
も
ミ
｝
ミ
嘩
H
℃
ω
ウ
心
P
二
膳
－
　
q
・

　
＜
σ
q
一
噛
ω
0
9
鎚
。
詳
p
p
O
こ
ω
・
切
り
ム
ρ

⑫
欝
げ
①
さ
鵠
ぎ
噛
ミ
§
§
の
。
卜
。
O
ド

⑬
壽
專
ミ
ミ
、
§
偽
§
き
ミ
ミ
馬
O
偽
§
§
ミ
価
も
民
§
㍗
押
ω
U
。
。
し
①
ρ
臼
ω
．

　
一
δ
ー
ミ
．

⑭
導
さ
§
ミ
§
偽
§
§
砺
N
需
魯
§
戴
き
§
ミ
。
§
轟
犠
㍗
卜
§
ミ
白
目
」
内
。
σ
臨

　
冨
ロ
N
㌧
お
溢
Q
。
．
o
Q
．
b
。
。
。
o
。
あ
O
叫
⇔
口
。
σ
o
冨
。
劉
p
■
㊤
．
O
こ
ω
．
り
鱒
1
Φ
○
。
■
こ
の
よ
う
な
選

　
挙
方
法
は
、
．
一
八
三
七
年
に
バ
ー
ゲ
ン
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
選
挙
制
度
に
お
い
て
す
で

　
に
採
用
さ
れ
て
い
た
。
バ
ー
ゲ
ン
に
お
け
る
三
級
選
挙
制
度
の
成
立
過
程
に
関
し

　
て
は
、
¢
噸
0
8
0
静
O
①
ヨ
①
営
二
〇
〇
a
ロ
雪
σ
q
①
昌
ぎ
の
ま
ぞ
。
ω
註
。
ロ
富
〇
三
雪
斜
営
”

　
篤
累
窪
三
二
（
口
σ
q
■
）
㌧
物
ミ
ミ
恥
。
ミ
§
§
偽
§
§
恥
ぢ
智
々
、
壽
§
ミ
ミ
登
図
α
｝
ミ

　
≦
h
窪
お
。
。
幽
b
ω
◆
b
。
勘
凸
。
。
を
参
照
。

⑮
切
。
σ
・
欝
。
ダ
鉾
弾
．
9
ω
．
り
？
り
刈
．

⑯
　
一
八
四
九
年
に
実
施
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
下
院
の
三
級
選
挙
制
度
は
、
こ
の
ラ

　
イ
ン
州
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
選
挙
制
度
を
モ
デ
ル
に
し
て
制
定
さ
れ
た
。
＜
σ
q
ド
じ
ご
♀

　
σ
㊤
p
o
詳
P
鋭
○
．
”
ω
。
一
〇
●
ま
た
、
三
月
革
命
後
は
、
ヴ
ェ
ス
ト
．
フ
ァ
ー
レ
ン
や

　
東
部
の
諸
都
市
に
も
ラ
イ
ン
州
と
同
じ
三
級
選
挙
制
度
が
導
入
さ
れ
、
市
民
層
の

　
都
市
に
お
け
る
政
治
的
優
位
を
保
証
す
る
三
度
的
基
盤
と
な
っ
て
い
く
。

（8）8



第
二
章
　
市
議
会
選
挙
人
と
ケ
ル
ン
社
会

一九世紀中葉におけるヶルソ市議会選挙と帝民層（棚橋）

　
（
一
）
　
三
級
選
挙
制
度
に
よ
る
選
挙
人
の
階
級
講
成

　
「
ラ
イ
ン
州
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
」
に
よ
っ
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
議
会
の
選
挙
は
、
選
挙
人
を
高
納
税
者
（
高
所
得
者
）
か
ら
順
に
第
一
～
第
三
階
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
分
け
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
ケ
ル
ン
市
議
会
の
選
挙
人
の
階
級
構
成
に
関
し
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
こ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
に
よ
れ
ぽ
、
ゲ
マ
イ
ソ
デ
の
溝
成
員
に
は
経
済
的
に
「
自
立
し
た
住
民
（
器
ぎ
ω
冨
浄
ぎ
巳
σ
q
①
国
貯
芝
。
び
づ
臼
）
」
と
家
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
所
有
者
の
み
が
数
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
二
四
歳
以
上
の
男
子
で
、
一
定
の
財
産
基
準
を
満
た
す
「
有
産
者
（
竃
⑦
一
q
陰
陣
門
）
①
①
婦
び
け
①
）
」

の
み
に
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
財
産
基
準
は
統
一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
階
級
税
が
実
施
さ
れ
て
い
る
都
市
で
は
直
接
税
（
階
級
税
と
地

租
）
の
納
税
額
で
、
製
粉
・
屠
殺
税
が
実
施
さ
れ
て
い
る
都
市
で
は
年
間
所
得
額
に
よ
っ
て
基
準
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
　
ケ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
③

ン
市
は
後
者
に
属
し
た
。
さ
ら
に
財
産
基
準
は
、
各
都
市
に
よ
り
異
な
る
設
定
が
可
能
で
あ
り
、
た
と
え
ば
所
得
基
準
額
に
つ
い
て
は
二
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

～
六
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
範
囲
内
で
決
定
が
可
能
で
あ
っ
た
。

　
ケ
ル
ン
市
で
は
、
一
八
四
六
年
に
所
得
基
準
額
が
四
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
と
決
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
選
挙
人
総
数
は
四
〇
九
六
名
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
全
人
口
お
よ
そ
八
過
五
〇
〇
〇
名
の
四
・
八
％
、
経
済
的
自
立
者
お
よ
そ
二
万
一
〇
〇
〇
名
の
二
〇
％
に
あ
た
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

選
挙
人
が
年
間
所
得
総
額
を
三
等
分
す
る
か
た
ち
で
三
つ
の
階
級
に
分
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
階
級
構
成
に
つ
い
て
は
、
年
間
所
得
額
四

〇
〇
～
六
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
者
が
第
三
階
級
に
、
六
〇
〇
～
一
二
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
者
が
第
二
階
級
に
、
＝
一
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
以
上
の
者
が
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

一
階
級
に
所
属
し
、
各
階
級
の
選
挙
人
の
数
は
第
三
階
級
二
三
〇
一
名
、
第
二
階
級
一
二
六
二
名
、
第
一
階
級
五
三
三
名
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
一
八
五
〇
年
の
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
」
と
一
八
五
六
年
の
「
ラ
イ
ン
州
都
市
条
令
」
に
よ
り
、
市
議
会
の
選
挙
規

定
に
多
少
の
変
更
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
こ
う
し
た
選
挙
規
定
の
変
更
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
五
〇
年
代
を
通
じ
て
選
挙
入
の
階
級

構
成
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
た
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

9　（9）



　
ま
ず
、
一
八
五
〇
年
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
で
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
人
口
に
応
じ
た
財
産
基
準
が
新
た
に
設
定

　
⑥

さ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
ケ
ル
シ
の
所
得
基
準
額
は
四
〇
〇
か
ら
三
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
そ

の
結
果
、
第
三
階
級
の
選
挙
人
に
若
干
の
増
加
が
み
ら
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
一
八
五
六
年
の
「
ラ
イ
ン
州
都
市

条
令
」
の
実
施
に
際
し
て
、
所
得
基
準
額
は
再
び
四
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
に
変
更
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方

で
、
こ
の
都
市
条
令
は
、
市
域
内
に
家
質
を
所
有
す
る
す
べ
て
の
者
に
、
そ
の
納
税
額
（
所
得
額
）
に
関
係
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

く
選
挙
権
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
定
に
よ
り
第
三
階
級
の
選
挙
人
が
か
な
り
増
加
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
　
こ
の
と
き
第
三
階
級
の
選
挙
人
は
、
二
八
八
九
名
（
一
八
五
五
年
）
か
ら
三
八
二
一
名
（
一
八
五
七

年
）
に
増
加
し
た
が
、
こ
の
三
八
二
一
耀
う
ち
一
八
〇
二
名
が
所
得
基
準
額
四
〇
〇
タ
…
ラ
ー
を
満
た
さ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
者
、
す
な
わ
ち
家
屋
の
所
有
条
件
の
み
に
よ
り
選
挙
権
を
取
得
し
た
者
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
第
三
階
級
の
選
挙
人
は
少
し
つ
つ
増
加
し
、
一
八
四
六
～
五
七
年
の
間
に
お
よ
そ
一
五
〇

〇
名
増
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
第
三
階
級
の
選
挙
人
の
増
大
は
、
皮
肉
な
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

選
挙
権
に
お
け
る
不
平
等
の
拡
大
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
表
1
を
参
照
し
な
が
ら
、
選
挙
人
の
階
級

構
成
の
変
化
を
追
っ
て
み
よ
う
。
一
八
四
六
～
五
七
年
の
間
に
、
第
一
お
よ
び
第
二
階
級
の
選
挙
人
は
減
少

す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
第
一
階
級
は
五
三
三
名
か
ら
二
二
〇
名
に
、
第
二
階
級
は
一
二
六
二
名
か
ら
九
五
〇

名
に
ま
で
減
少
し
、
選
挙
人
全
体
に
占
め
る
割
舎
も
第
一
階
級
が
二
二
％
か
ら
四
・
四
％
に
、
第
二
階
級
が

三
〇
・
八
％
か
ら
一
九
％
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
三
階
級
の
選
挙
人
は
二
三
〇
一
名

か
ら
三
八
二
一
名
に
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
割
合
は
五
六
・
二
％
か
ら
七
六
・
六
％
に
な
っ
て
い
る
。

一
八
四
六
年
に
第
三
階
級
の
一
票
は
第
一
階
級
の
四
分
の
一
票
に
相
当
し
た
が
、

す
こ
と
に
な
っ
た
。

〔表1〕　ケルン市議会選挙人の階級構成の変化

（（）内は全選挙人における各階級の割合）

1 1
1

皿 計 人　口＊年

85，195

88，356

96，541

100，463

104，700

4，096

4，244

4，137

4，096

4，991

2，301（56．2）

2，938（69．2）

2，860（69．1）

2，889（69，3）

3，821（76．6）

1，262（30．8）

1，036（24．4）

1，027（24．8）

1，005（24，5）

　950（19．0）

533（13．0）

270（　6．4）

250（　6．0）

254（　6．2）

220（　4．4）

1846

1850

1853

1855

1857

＊　軍人・囚人等はのぞく。

　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
階
級
構
成
の
変
化
に
よ
り
、

一
八
五
七
年
に
は
一
七
分
の
一
票
に
ま
で
そ
の
価
値
を
落
と
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一九世紀中葉におけるケルン市議会選挙と市罠層（棚橋）

　
さ
ら
に
、
別
の
観
点
か
ら
こ
の
階
級
構
成
の
変
化
を
み
て
み
よ
う
。
第
一
階
級
の
最
低
所
得
額
は
、
一
八
四
六
年

に
は
前
述
の
よ
う
に
＝
一
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
で
あ
っ
た
が
、
一
八
五
七
年
に
は
二
九
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

第
二
階
級
の
最
低
所
得
額
も
そ
の
間
、
六
〇
〇
か
ら
八
○
○
タ
ー
ラ
ー
に
上
昇
し
て
い
た
。
ま
た
表
2
は
選
挙
人
の

年
間
所
得
総
額
か
ら
、
各
階
級
一
人
あ
た
り
の
平
均
所
得
額
を
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
、
一
八
四
六

～
五
七
年
の
間
に
、
第
二
階
級
の
平
均
所
得
額
は
お
よ
そ
二
倍
に
、
第
一
階
級
の
そ
れ
は
、
お
よ
そ
二
〇
〇
〇
か
ら

六
五
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
へ
と
、
三
倍
以
上
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
都
市
上
層
の
企

業
家
層
が
急
速
に
所
得
を
増
加
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ン
帯
の
経
済
発
展
の

様
相
が
選
挙
人
の
階
級
構
成
の
変
化
に
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
ケ
ル
ン
社
会
と
選
挙
人
の
階
級
構
成

　
つ
ぎ
に
、
一
九
世
紀
中
葉
の
ケ
ル
ン
市
の
社
会
構
造
を
概
観
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
前
節
で
み
た
選
挙
人
の
階
級
構

成
と
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
一
九
世
紀
中
葉
の
都
市
の
社
会
階
層
を
整
理
す
る
と
、
お
お
よ
そ
以
下
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ω
上
層
に
は
、

行
家
、
工
場
主
な
ど
の
企
業
家
と
、
彼
ら
と
社
会
的
交
流
の
あ
っ
た
上
級
官
吏
、
聖
職
者
、

は
一
九
世
紀
を
通
じ
て
市
民
層
の
中
核
的
存
在
と
な
っ
て
い
く
。
②
中
間
層
（
中
・
小
著
民
）
に
は
、

売
商
人
、
旅
館
・
飲
食
店
経
営
者
と
、
上
級
教
師
や
中
級
官
吏
な
ど
が
属
し
た
。
一
九
世
紀
の
は
じ
め
ま
で
、

の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、

て
い
く
。
③
下
層
民
と
し
て
、
親
方
の
も
と
で
働
く
職
人
、
工
場
労
働
者
、
歩
弓
、
奉
公
人
と
、

と
し
て
い
る
貧
民
が
い
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
、
市
民
層
に
も
含
ま
れ
ず
、

〔表2〕 ケルン市議会選挙人の1人あたり
平均年間所得額　　（単位：ターラー）

年 i R 刺年賦得纐
1846　1　2，028

1855　1　5，127

1857　1　6，461

sss　1　4s1

1，295　1　450

1，496　1　372

3，242，236

3，905，438

4，261，e67

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

各
階
級
で
ど
の
よ
う
な
市
民
が
選
挙
権
を
得
て
い
た
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
商
人
、
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
由
業
を
営
む
教
養
市
民
な
ど
が
属
す
る
。
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
独
立
営
業
者
で
あ
る
手
工
業
者
（
親
方
）
、
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
営
業
者
の
上
層
部
は
市
民
層

　
　
　
　
企
業
家
と
教
養
市
民
の
急
速
な
成
長
に
よ
り
、
彼
ら
の
存
在
は
次
第
に
周
辺
的
な
も
の
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
ん
ど
仕
事
を
も
た
ず
救
貧
扶
助
を
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
議
会
選
挙
権
か
ら
も
完
全
に
排
除
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
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ま
ず
、
上
層
市
民
と
選
挙
人
の
階
級
構
成
と
の
対
応
を
み
て
み
よ
う
。
一
八
四
九
年
に
ケ
ル
ン
社
会
の

上
層
を
形
成
し
た
の
は
、
P
・
エ
ソ
ペ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
年
間
所
得
額
一
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
を
こ
え
る
約

一
四
〇
〇
名
（
人
口
の
約
一
・
五
％
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
上
層
市
民
が
、
一
八
五
〇
年
の
第
一
と
第
二
階
級
の

選
挙
人
を
合
わ
せ
た
一
三
〇
六
名
と
ほ
ぼ
重
な
っ
た
の
で
あ
る
。
上
層
市
民
の
職
業
構
成
は
表
3
の
よ
う

に
な
り
、
企
業
家
が
圧
倒
的
に
多
数
を
占
め
、
金
利
生
活
者
も
含
め
る
と
上
層
市
民
の
お
よ
そ
七
〇
％
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
家
層
が
選
挙
人
の
第
一
お
よ
び
第
二
階
級
に
お
い
て

圧
倒
的
な
優
位
に
立
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
い
え
る
。

　
上
層
市
民
の
な
か
で
も
高
額
所
得
春
を
何
名
か
紹
介
し
て
お
こ
う
。
　
ト
ヅ
プ
に
は
商
人
で
製
糖
業
者

イ
ェ
…
ス
ト
（
O
ρ
二
一
8
ω
げ
）
が
お
り
、
年
間
所
得
額
は
六
万
タ
ー
ラ
ー
に
及
ん
だ
。
そ
れ
に
続
い
て
ヘ
ル

シ
ュ
タ
ッ
ト
（
閏
比
①
α
・
旨
O
自
国
Φ
屋
け
㊤
鼻
）
（
年
間
所
得
額
お
よ
そ
三
文
タ
ー
ラ
ー
）
、
　
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ソ
兄
弟

（
び
自
創
。
開
F
跨
自
σ
q
q
。
。
け
O
ρ
白
℃
財
窪
ω
o
づ
）
（
同
各
々
二
三
四
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
）
、
　
ユ
ダ
ヤ
人
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

兄
弟
（
諺
び
蜜
冨
B
g
・
ω
巨
。
昌
○
唱
Φ
島
Φ
§
）
（
岡
各
々
一
万
五
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
）
と
い
っ
た
銀
行
家
グ
ル
ー

プ
が
上
位
に
あ
っ
た
。
商
人
の
な
か
で
は
ワ
イ
ン
商
人
の
ム
ン
（
｝
巳
冨
鼠
ロ
ヨ
B
）

ル
ッ
（
闘
。
げ
8
頃
党
員
・
匹
。
差
異
N
）
が
お
よ
そ
一
万
二
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
高
額
所
得
老
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

剤
師
な
ど
で
、
年
間
所
得
額
が
三
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
を
こ
え
る
者
が
い
た
。

に
所
属
し
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
都
市
中
越
層
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

〔pa　3〕　19世紀中葉のヶルソ上層市民の職業構成

職 業
1数（概数）

枷
励
㎜
9
0
恥
5
如

企業家（商人・工揚経営者・銀行家など）

金利生活者

慮由業者（医師・薬剤師・弁護士など）

官吏（行政官）

司法官

技師

ギムナジウム教師

　
　
が
お
よ
そ
一
万
五
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
、
毛
皮
商
人
リ
ヒ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
教
養
市
民
の
な
か
に
も
医
師
や
薬

こ
の
よ
う
な
人
々
が
、
選
挙
人
の
な
か
で
も
最
上
位
の
第
一
階
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
議
会
選
挙
人
の
第
三
階
級
に
所
属
し
た
お
よ
そ
二
九
〇
〇
名
は
、
こ
の
中
間
層
の

上
層
部
に
位
置
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
四
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
所
得
基
準
を
満
た
す
中
間
層
に
は
、
鉄
道
会
社
職
員
（
年
間
勝
春
暖
お
よ
そ
五
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

タ
ー
ラ
ー
）
、
銀
行
員
（
同
六
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
）
、
中
級
官
吏
（
同
五
〇
〇
タ
…
ラ
…
）
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
第
三
階
級
の
中
核
を
形
成
し
て
い

12　（12）



一九世紀中葉におけるケルン市議会選挙と市民層（棚橋）

た
の
は
手
工
業
者
を
は
じ
め
と
す
る
独
立
の
小
営
業
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
世
紀
の
申
葉
に
お
け
る
彼
ら
の
地
位
は
、
経

済
的
に
か
な
り
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
り
わ
け
手
工
業
の
衰
退
は
、
一
八
四
〇
年
代
に
入
っ
て
顕
著
と
な
っ
て
い
た
。
ケ
ル
ン
市
の
手
工
業
親
方
の
人
口
比
率
は
、
一
八
四
九
年

置
は
五
七
％
で
あ
っ
た
の
が
、
一
八
六
一
年
冬
は
三
九
％
に
ま
で
低
下
す
る
。
業
種
別
で
み
る
と
、
た
と
え
ば
黙
屋
の
親
方
は
、
一
八
四
九
年

に
八
三
七
名
で
あ
っ
た
の
が
、
一
八
六
一
年
ま
で
に
七
〇
三
富
に
減
少
す
る
。
パ
ン
屋
の
親
方
も
、
一
八
四
四
年
に
一
八
五
名
で
あ
っ
た
の
が
、

一
八
六
一
年
に
至
っ
て
も
二
〇
濾
出
で
あ
り
、
親
方
数
は
停
滞
気
味
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、
経
営
の
零
細
化
も
進
ん
で
お
り
、
一
九
世
紀
中
葉

に
は
職
人
を
一
人
し
か
も
た
な
い
か
、
ま
っ
た
く
も
た
な
い
親
方
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
手
工
業
親
方
の
総
数
は
、
一
八

四
九
年
に
お
よ
そ
四
五
〇
〇
名
を
数
え
た
が
、
年
間
所
得
額
八
○
タ
ー
ラ
ー
を
こ
え
る
市
所
得
税
の
納
税
義
務
者
は
、
そ
の
う
ち
わ
ず
か
九
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

○
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
小
営
業
者
の
経
済
的
不
安
定
を
反
映
し
て
、
第
三
階
級
で
は
選
挙
人
の
入
れ
代
わ
り
が
か
な
り
激
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
一
八
五
三
年
の
市
議
会
選
挙
前
の
調
査
で
は
、
そ
れ
ま
で
第
三
階
級
の
選
挙
人
で
あ
っ
た
二
二
二
名
が
、
所
得
基
準
額
三
〇
〇
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ラ
ー
を
下
回
る
こ
と
に
よ
り
選
挙
権
を
喪
失
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
第
一
お
よ
び
第
二
階
級
の
最
低
所
得
額
は
上
昇
す
る

傾
向
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
第
三
階
級
に
も
都
市
上
層
の
企
業
家
た
ち
が
次
第
に
下
降
し
、
経
済
的
に
後
退
し
つ
つ
あ
っ
た
小
営
業
者
を
圧
迫

す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
　
ケ
ル
ン
市
議
会
も
一
八
四
六
年
よ
り
正
式
に
は
Ω
。
ヨ
①
ぎ
」
曾
舞
と
呼
ば
れ
た

　
が
、
そ
れ
以
前
の
任
命
制
市
議
会
の
名
称
。
。
け
三
軍
暮
も
し
ば
し
ば
使
わ
れ
た
。

　
ま
た
そ
の
後
、
「
ラ
イ
ン
州
都
市
条
令
」
（
一
八
五
六
年
）
に
よ
り
、
布
議
会
の
名

称
は
o
Q
欝
臼
く
巽
o
a
昌
簿
§
－
＜
2
。
。
ρ
暮
雲
冒
鵠
σ
q
に
変
更
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
便
宜

上
、
一
貫
し
て
「
市
議
会
」
と
表
記
す
る
。

②
　
こ
の
名
称
は
、
ラ
イ
ン
地
域
で
は
以
前
か
ら
改
革
派
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
有
権
者
に

　
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
b
⇒
o
げ
㊦
諺
。
貫
錯
P
O
．
陶
ω
．
ミ
ー
b
。
o
。
鴇
男
N
巷
犀
。
㌍

b
ミ
訪
ぎ
§
短
き
偽
↓
蕎
ミ
ミ
縁
ら
ぎ
9
誉
§
罫
ミ
ミ
一
。
。
。
。
蒔
－
一
。
。
お
、
囚
α
言
一
〇
①
b
コ
、

Q
Q
．
一
Q
Q
’

⑧
ラ
イ
ン
州
で
は
、
ケ
ル
ン
の
ほ
か
コ
ー
ブ
レ
ン
ツ
、
ト
リ
ー
ア
、
ア
ー
ヘ
ン
、

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
な
ど
一
五
都
市
に
お
い
て
、
階
級
税
の
代
わ
り
に
製
粉
・
居

殺
税
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
＜
σ
Q
ド
昏
鳶
逡
ミ
飲
鳳
職
器
§
聖
上
蕊
凝
衛
§
ミ
魯
書
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9
ミ
逃
ミ
｝
α
q
㌶
噂
切
。
三
ロ
｝
◎
。
ミ
篤
ω
．
謡
P
．

④
9
砺
ミ
㌣
紹
ミ
ミ
§
亀
嵩
鳶
ミ
馬
重
重
碍
ミ
ぎ
蕊
勺
§
も
四
更
§
9
§
㌧
§
（
以

　
下
O
句
と
略
記
）
冨
轟
じ
σ
。
聾
7
の
．
器
切
－
漕
9
＄
O
山
・
。
．

⑤
国
鍵
8
ユ
ω
。
ぴ
。
ω
〉
岩
巴
く
α
①
『
o
。
け
p
臼
穴
α
言
（
以
下
国
学
。
◎
自
（
と
略
記
）
、
P

　
討
。
。
■
＜
α
q
ド
拶
Ω
o
畠
①
登
ぎ
爵
肋
恥
§
恥
ー
ミ
ミ
制
ミ
ミ
恥
客
ミ
馬
薦
覇
き
焼
“
ミ
恥
翫
ミ

　
動
欝
ミ
O
ミ
起
さ
ミ
9
§
蓉
“
薦
靴
ミ
穿
焼
ミ
憩
§
簿
ミ
ミ
詩
話
ミ
肉
唖
、
智
ミ
ミ
碍

　
§
動
§
黛
踏
忌
馬
起
沁
亀
き
馬
偽
℃
内
α
冒
お
一
〇
ヤ
ω
。
b
o
ω
Q
。
．

⑥
O
晦
H
o
。
α
ρ
Q
Q
’
び
。
ぱ
1
猿
■

⑦
　
O
の
H
Q
。
窃
。
階
」
ω
・
合
Q
。
占
O
■
こ
の
「
都
市
条
令
」
の
導
入
に
よ
っ
て
、
　
ラ
イ
ン
州

　
で
も
つ
い
に
、
都
市
と
農
村
は
行
政
的
に
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑧
＜
2
毛
9
g
謁
田
切
①
臣
。
耳
お
0
8
ぎ
…
弘
南
ぎ
濤
ミ
§
恥
ミ
甲
防
ミ
要
ミ
き
ミ
ミ
乱
－

　
9
ミ
ミ
や
壽
誘
ミ
ミ
ミ
N
感
四
望
き
悉
冒
し
。
。
α
メ
ω
』
戯
心
ム
伊

⑨
註
⑤
お
よ
び
註
⑧
に
前
掲
の
史
料
の
ほ
か
、
『
ケ
ル
ン
新
聞
』
掲
載
の
「
選
挙

　
結
果
」
（
さ
㍉
ミ
魯
ぎ
§
き
§
軸
（
以
下
鳶
と
略
記
Y
邸
㊤
噛
㊤
こ
し
。
ド
一
〇
こ
b
。
8

　
＝
」
。
。
㎝
O
㎞
ミ
㌧
卜
。
G
。
藁
一
二
H
野
一
ト
。
こ
ω
一
．
這
」
。
。
器
）
な
ど
か
ら
益
者
が
作
成
し

　
た
。

⑩
　
註
⑤
お
よ
び
註
⑧
に
前
掲
の
史
料
か
ら
筆
者
が
作
成
。

⑪
な
お
、
選
挙
人
名
簿
は
選
挙
前
の
七
月
一
五
～
三
〇
日
に
、
布
庁
舎
な
ど
で
一

　
般
に
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
O
的
H
◎
。
㎝
P
ω
■
b
。
同
Q
。
ゐ
9
　
0
恥
一
。
。
q
◎

　
ω
■
酷
ω
）
が
、
ケ
ル
ン
市
の
選
挙
人
名
簿
は
市
公
文
書
館
に
も
完
全
な
も
の
は
残

　
さ
れ
て
い
な
い
。

⑫
≦
魯
塗
る
．
餌
．
O
こ
の
」
謡
為
。
。
い
旨
麟
。
。
冨
、
じ
。
ξ
α
q
⑦
戦
ε
日
三
二
σ
費
σ
q
葭
，

　
獄
。
げ
⑦
O
Φ
ω
o
犀
。
。
9
㊤
h
ρ
ω
’
ニ
ー
這
．

⑬
即
〉
誘
0
9
旨
ざ
即
。
σ
冨
ヨ
。
山
巽
ω
o
甑
9
ω
。
置
。
算
雪
α
q
一
p
鋭
α
写
ぎ

　
N
①
津
鉱
8
目
α
霞
津
口
匡
色
出
無
鴨
貯
一
一
。
・
圃
角
彰
σ
q
”
冒
叫
≦
■
国
ω
。
訂
『
（
嶺
σ
q
．
）
」

　
葦
適
恥
き
ミ
哩
ー
ミ
ミ
8
匿
a
粛
馬
魯
ミ
暮
ミ
当
馬
㌔
き
ミ
§
N
馬
織
ミ
凝
§
§
ぴ
§
ミ
ー

　
適
ミ
ミ
ミ
ミ
嘩
b
コ
。
島
旨
H
8
。
。
”
ω
．
α
嵩
．

⑭
囚
．
く
‘
国
覧
r
≦
蹄
富
畠
鋒
冨
σ
q
¢
。
。
。
臨
。
緊
。
囚
α
冨
ω
〈
。
諺
じ
ご
①
σ
q
一
頭
α
魯

　
℃
『
Φ
島
。
。
富
罪
質
N
。
津
σ
一
ω
腕
5
戦
労
鉱
。
冨
σ
q
急
＆
毒
σ
q
」
『
賊
§
一
盛
ミ
、
§
§
謡
§

　
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
防
さ
ミ
、
し
a
一
嵩
一
㊤
離
層
ω
。
厳
。
。
㎞
ゆ
．
じ
コ
①
鼻
臼
－
嵐
巴
一
、
U
鳶
㌔
ミ
、

　
馬
題
欝
ミ
ミ
慧
ミ
§
■
b
噺
馬
肉
ミ
§
h
ミ
簡
ミ
偽
q
営
馬
丁
篭
N
喧
軌
§
N
」
§
9
ミ
ミ
蕊
賊
鮎

　
嘘
。
嵩
職
ミ
』
盛
§
§
恥
謎
．
ミ
口
恥
ミ
』
ミ
ミ
§
同
室
．
智
窪
き
§
～
翫
ミ
登
図
α
冨

　
お
◎
。
Q
。
㌧
ω
‘
ミ
？
c
◎
Q
。
●

⑮
隣
覧
㌍
≦
三
。
・
。
冨
富
σ
q
①
。
，
。
一
丁
匿
①
閑
α
冨
ρ
の
。
b
。
心
。
。
●

⑯
国
σ
Φ
巳
p
・
、
Q
。
」
。
。
。
。
噛
≦
⑦
三
・
び
㊤
■
P
O
‘
ω
。
ミ
ρ
市
所
得
税
に
関
し
て
は
、

　
類
．
し
σ
一
〇
α
q
o
き
b
蕊
翌
§
苺
ミ
塁
§
職
ミ
偽
譜
ミ
ミ
ミ
§
斡
鳳
ミ
特
§
も
蹄
罫
ミ

　
亀
ミ
§
勘
ミ
馬
ミ
臨
写
ミ
暴
馬
さ
確
導
ミ
圃
ミ
偽
窮
N
ト
類
9
”
搭
①
。
。
℃
の
■
⑦
㌣
謡
参

　
照
。

⑰
口
〉
ω
艮
㌧
じ
尊
①
ω
叶
心
O
卜
。
勺
。
。
メ
ド
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第
三
章
　
市
議
会
選
挙
の
実
施
と
市
議
会
の
社
会
構
成

　
本
章
で
は
ま
ず
、
ケ
ル
ン
市
で
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
手
順
で
市
議
会
選
挙
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
、
そ
の
後
で
、
前
章
で
明

ち
か
に
し
た
選
挙
人
の
階
級
構
成
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
実
際
に
選
出
さ
れ
た
市
議
会
の
社
会
穂
成
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。
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（
一
）
　
市
議
会
選
挙
の
実
施
概
要

　
一
八
四
五
年
の
「
ラ
イ
ン
州
ゲ
マ
イ
ソ
デ
条
令
」
で
は
、
人
口
数
に
応
じ
た
議
会
の
定
員
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
人
心
二
万
を
こ
え
る
都
市

の
議
員
数
は
等
し
く
三
〇
名
（
各
階
級
一
〇
名
の
選
出
）
と
さ
れ
v
ケ
ル
ン
市
も
こ
れ
に
よ
り
定
員
三
〇
名
の
市
議
会
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
ま

た
、
正
規
の
議
員
の
ほ
か
に
、
議
員
数
の
半
数
に
あ
た
る
代
理
人
も
各
階
級
ご
と
に
（
ヶ
ル
ソ
で
は
各
難
名
）
選
撮
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

代
理
人
は
、
任
期
中
に
辞
任
し
た
議
員
や
、
何
ら
か
の
都
合
で
会
議
に
出
席
で
き
な
く
な
っ
た
議
員
に
代
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
議

員
お
よ
び
代
理
人
の
任
期
は
六
年
と
さ
れ
、
三
年
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
半
数
の
改
選
が
行
な
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
当
選
に
は
有
効
投

票
数
の
過
半
数
の
獲
得
が
必
要
で
あ
り
、
最
初
の
投
票
で
過
半
数
を
獲
得
す
る
候
補
者
が
出
な
か
っ
た
場
合
は
、
得
票
数
の
多
か
っ
た
上
位
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

名
に
つ
い
て
、
決
選
投
票
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
ゲ
マ
イ
ソ
デ
条
令
に
よ
る
市
議
会
選
挙
は
、
ケ
ル
ン
で
は
一
八
四
六
年
の
一
〇
月
に
は
じ
め
て
実
施
さ
れ
た
。
選
挙
は
第
三
階
級
の
一

〇
議
席
か
ら
始
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
投
票
方
法
は
独
特
で
あ
っ
た
。
一
〇
月
詣
～
一
六
日
（
＝
日
の
日
曜
日
を
の
ぞ
く
）
に
か
け
て
、
一
日
に
一

～
二
議
席
に
つ
い
て
の
投
票
が
行
な
わ
れ
、
選
挙
人
は
各
議
席
に
つ
い
て
一
票
つ
つ
を
投
じ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
、
第
二
階
級
（
一

〇
月
二
七
日
～
一
一
月
二
日
）
、
第
一
階
級
（
＝
月
一
〇
～
一
八
日
）
、
そ
し
て
各
階
級
の
代
理
人
（
第
三
階
級
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
月
二
四
～
二
七
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

＝
一
月
一
～
四
日
、
　
二
月
九
～
＝
百
）
の
順
序
で
、
選
挙
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
投
票
所
は
市
内
の
一
ヵ
所
（
お
も
に
市
庁
舎
の
大
ホ

ー
ル
）
に
の
み
設
置
さ
れ
た
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
す
べ
て
の
議
席
に
つ
い
て
選
挙
権
を
行
使
す
る
に
は
、
選
挙
人
は
各
階
級
の
選
挙

期
間
中
に
毎
日
の
よ
う
に
、
投
票
所
に
足
を
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
消
耗
性
の
高
い
投
票
方
法
が
、
と
り

わ
け
第
三
階
級
の
選
挙
人
に
不
利
に
働
く
こ
ど
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。

　
つ
ぎ
の
市
議
会
選
挙
は
、
一
八
五
〇
年
一
～
三
月
に
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
選
挙
で
は
、
市
議
会
の
半
数
、
す
な
わ
ち
各
階
級
品
名
の
議
員
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

欠
員
と
な
っ
て
い
た
代
理
人
一
二
名
の
改
選
が
順
次
行
な
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
年
三
月
＝
日
に
新
た
に
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
ゲ
マ
イ
ン
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

条
令
」
が
公
布
さ
れ
、
そ
の
年
の
九
～
一
一
月
に
は
市
議
会
の
全
議
席
に
つ
い
て
の
選
挙
が
再
び
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
新
し
い
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ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
は
、
む
し
ろ
ラ
イ
ン
州
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
制
度
を
プ
ロ
イ
セ
ン
全
国
に
拡
大
す
る
も

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
新
条
令
の
発
効
後
も
、
ケ
ル
ン
市
の
選
挙
制
度
の
基
本
的
枠
組
み
は
維
持

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
重
要
な
変
更
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
条
令
に
よ
り
代
理
人
制

度
が
廃
止
さ
れ
、
任
期
中
に
退
任
す
る
議
員
が
出
た
時
や
議
員
当
選
者
の
な
か
で
辞
退
者
が
出
た
時

は
、
そ
の
つ
ど
補
欠
選
挙
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
議
員
の
任
期
六
年

に
変
更
は
な
か
っ
た
が
、
改
選
は
二
年
ご
と
に
三
分
の
一
の
議
席
（
各
階
級
三
～
四
名
）
に
つ
い
て
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
わ
れ
る
の
が
原
則
と
な
っ
た
。

　
ケ
ル
ン
市
で
は
そ
の
後
、
一
八
五
三
年
、
一
八
五
五
年
、
一
八
五
七
年
の
そ
れ
ぞ
れ
一
一
月
か
ら
、

市
議
会
の
三
分
目
一
に
関
す
る
改
選
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
間
、
一
八
五
六
年
五
月
に
「
ラ
イ
ン
州

都
市
条
令
」
が
実
施
さ
れ
る
が
、
こ
の
新
条
令
に
お
い
て
も
、
従
来
の
選
挙
制
度
の
枠
組
み
は
維
持

さ
れ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
実
施
さ
れ
た
市
議
会
の
選
挙
に
、
ど
れ
く
ら
い
の
選
挙
人
が
参
加

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
八
四
六
年
の
議
員
選
挙
に
つ
い
て
み
た
場
合
、
第
三
階
級
の
平
均
投
票
率

は
わ
ず
か
二
〇
・
七
％
で
、
選
挙
人
二
三
〇
一
名
の
う
ち
多
い
時
で
七
三
八
名
（
第
五
議
席
の
決
選
投

票
）
、
少
な
い
時
に
は
二
六
九
名
（
第
三
議
席
の
第
一
回
投
票
）
が
選
挙
に
参
加
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
階
級
で
は
選
挙
人
一
二
六
二
名
の
う
ち
平
均
参
加
者
数
五
〇
六
名
で
投
票
率

は
四
〇
・
一
％
、
第
一
階
級
で
は
同
じ
く
五
三
三
名
の
う
ち
二
三
五
名
で
投
票
率
は
四
七
・
五
％
で

　
　
⑥

あ
っ
た
。
上
位
の
階
級
ほ
ど
選
挙
へ
の
参
加
率
が
高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
三
階
級
の
低
い
投

票
率
に
は
、
上
記
の
よ
う
な
投
票
方
法
に
よ
る
不
利
も
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（（）内は決選投票のみの投票率）

1 皿　1全階級平均

〔表4〕　ケルン箭議会選挙の投票率（％）

選挙年月 1

29．4（34．6）

　9．2（13．6）

26．7

11．8

34．3

24．4

28．7

20．7（23．6）

　5．0（　7．3）

2Z9

13．1

12．1（20．6）

21．4（14．7）

23．2

18．7（23．1）

40．1（47．8）

12．1（15．5）

20．6

6．1

4．9

43．4（40．3）

11．2

26．6

38．2

47．5（51．2）

24．4（36．7）

34．7

16．6

54．4

29．0

29．2

34．9（35．0）

1846．　10一一12

1850．　1’s・　3

　議員

代理人

　議員

代理人

1850．7（補欠選挙）

1850．　9’vl1

1851．10～12（補欠選挙）

1853．11’一12

1855．11’v1856．　3
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そ
の
後
、
選
挙
手
続
き
の
簡
略
化
が
は
か
ら
れ
、
選
挙
日
程
も
次
第
に
短
縮
さ
れ
て
い
く
。
一
八
五
三
年
以
降
の
選
挙
で
は
、
各
階
級
の
投

票
は
そ
れ
ぞ
れ
一
日
で
完
了
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
八
五
〇
年
以
後
の
投
票
率
に
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
ず
、
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

階
級
の
投
票
率
は
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
最
低
で
あ
っ
た
（
表
4
参
照
）
。

　
以
上
が
、
一
九
世
紀
中
葉
に
ケ
ル
ン
市
で
行
な
わ
れ
て
い
た
市
議
会
選
挙
の
実
施
概
要
で
あ
る
。
次
節
で
は
い
よ
い
よ
、
こ
う
し
た
選
挙
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
市
民
が
市
議
会
議
員
に
選
出
さ
れ
た
か
を
み
て
い
ぎ
だ
い
。

一九世紀中葉におけるヶルソ市議会選挙と市民層（棚橋）

　
（
二
）
　
ケ
ル
ン
市
議
会
の
社
会
構
成

　
　
⑧

　
表
5
は
、
一
八
四
六
年
の
選
挙
に
よ
っ
て
当
選
し
た
議
員
お
よ
び
代
理
人
を
、
そ
の
職
業
と
所
属
階
級
と
と
も
に
一
覧
表
に
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ
の
表
を
参
照
し
な
が
ら
、
各
階
級
に
よ
る
選
出
者
の
社
会
的
特
徴
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
第
一
階
級
に
よ
り
選
ば
れ
た
代
理
人
を
含
む
一
五
名
の
職
業
内
訳
は
、
商
人
八
、
銀
行
家
一
、
金
利
生
活
者
二
、
法
律
家
一
、
医
師
二
、
公

証
人
一
で
あ
っ
た
。
銀
行
家
も
含
め
九
名
が
企
業
家
で
あ
り
、
代
理
人
の
医
師
ク
レ
ッ
セ
ン
（
O
一
ρ
Φ
ω
ω
①
］
P
）
を
の
ぞ
き
、
す
べ
て
が
第
一
階
級

に
所
属
す
る
高
額
所
得
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
経
済
政
策
に
重
要
な
影
響
力
を
も
っ
た
ケ
ル
ン
商
業
会
議
所
と
の
つ
な
が
り
を

み
て
み
る
と
、
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
は
当
時
会
頭
の
地
位
に
あ
り
（
在
任
期
間
一
八
三
九
一
四
八
年
）
、
銀
行
家
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
（
ω
9
巳
或
①
同
）
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

そ
れ
以
前
（
同
一
八
三
七
1
三
九
年
）
に
会
頭
の
地
位
に
あ
っ
た
。
第
一
階
級
の
選
出
者
の
な
か
に
は
、
彼
ら
も
會
め
、
商
業
会
議
所
の
現
議
員
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

一一

ｼ
、
一
兀
議
昌
ハ
が
山
ハ
名
も
い
た
。

　
つ
ぎ
に
、
第
二
階
級
に
お
け
る
議
員
お
よ
び
代
理
人
の
内
訳
は
、
商
人
六
、
金
利
生
活
者
四
、
小
営
業
者
三
、
法
律
家
二
で
あ
っ
た
。
選
挙

人
階
級
で
み
た
場
合
の
構
成
は
、
第
一
階
級
六
、
第
二
階
級
八
、
第
三
階
級
一
で
あ
り
、
第
二
階
級
か
ら
選
ば
れ
た
者
が
多
数
派
を
形
成
し
て

い
た
。
ま
た
、
金
利
生
活
者
型
名
の
う
ち
薬
剤
師
の
フ
ラ
ン
ク
（
閏
門
ρ
ゆ
。
犀
）
を
の
ぞ
き
、
品
名
は
会
社
経
営
を
引
退
し
た
者
た
ち
で
あ
り
、
企
業

　
　
　
　
　
　
　
⑪

家
の
出
身
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
商
人
と
金
利
生
活
者
の
な
か
で
商
業
会
議
所
の
現
議
員
は
一
名
、
元
議
員
は
三
名
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
商
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人
ギ
ヨ
ー
ム
（
○
⊆
籠
Φ
窪
ヨ
Φ
）
は
翌
年
、
議
員
に
選
ば
れ
る
。

　
最
後
に
、
第
三
階
級
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
者
の
職
業
内
訳
は
、
商
人
五
、
銀
行
家
一
、
小
営
業
者
三
、
法
律
家
二
、
医
師
一
、
薬
剤
師
一

な
ど
で
あ
っ
た
。
選
挙
人
階
級
に
よ
る
構
成
は
、
第
一
階
級
三
、
第
二
階
級
五
、
第
三
階
級
七
で
あ
り
、
全
体
の
半
分
に
満
た
な
い
も
の
の
、

第
三
階
級
の
所
属
者
が
最
も
多
か
っ
た
。
上
位
二
階
級
で
優
勢
で
あ
っ
た
企
業
家
グ
ル
ー
プ
は
、
第
三
階
級
で
初
め
て
半
数
以
下
と
な
る
。
さ

ら
に
、
第
三
階
級
で
選
ば
れ
た
企
業
家
の
多
く
は
第
二
か
第
三
階
級
に
所
属
し
、
所
得
額
の
比
較
的
低
い
者
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
の

〔表5〕1846年の選挙によるケルン市議会議員一覧

氏 名 職 業1所属階級

　I

　Camphausen，　Ludolf
　DuMond，　Jo＄eph　Mich．

　Groote，　E．A．　Rudolph　von

　Heuser，　Georg

　H61terhoff，　Mathias

　Leiden，　Damian
　Michels．　1）eter

　Schnitzler，　Cl．　Eduard

　Seydlitz，工gnaz

　Wittgenstein，　Heinr．　von

　Claessen，　Heinr．　Joseph

代Dubyen・Herm・Joseph
理Heimann，　Friedr．　Carl
人Ntickel，　Joh．　Benedict

　Stupp，　Herrn．　Joseph

正

Baudewin．　Joh．　Joseph

Beclcer，　Heinr．　Joseph

Cassinone，　Ant．　Franz

Franck，　Paul

Holthof，　Friedr．　Ferd．

Joset，　Carl

Reusch，　Heinr．　Adolph

Riclc．　Alops

Schieffer，　Joh．　Baptist

Schneider，　Frz．　Everh．

商人

商人

金利生活者

商人

商人

商人

商人

銀行家

商人

金利生活者

医師

公証人

商人

医師

弁護士

大工親方

金利生活者

金利生活者

金利生活者
弁護：：ヒ

商人

ビール醸造業者

商人
商人（工場経営者）

肉屋親方

　Compes，　Gerh．　Joseph

代Guilleaume・Theodor
理Hagen，　Franz
人Kotthaus，　Cl．　Heinrich

　Riffart，　Joh．　1－lermann

1　弁護士

　商人（工場経営者）

　商人（工揚経営者）

　商人（工揚経営者）

　金利生活者

理

B6cker，　Gottfried　Aloys

Bourel．　B．　Joseph

Broix，　Joh．　Jacob

D’Ester．　Cl，　Ludsv．　Johann

Fr6hlich，　Frz．　A．　Theodor

Henneckens，　Wilhelm

Oppenheim，　Abraham

Raveaux，　Franz

Schmitz，　Johann

Wahlen，　Johann

　Classen－1〈appelmann，　Joh．

代Harnecher・Chrysanth
理K：lein，　Bern．　Joseph

人Weber，　Jacob

　Weiler，　Pet．　Joseph

弁護士

法律家

学校監督官

医師

商人

商人

銀行家

商人

仕立屋親方

土地所有者

商人（工場経営者）

薬剤師

商人

家具職親方

パソ入塾方

正
　
I
　
　
I

　
　
　
I

　
　
　
　
I

　
　
　
　
　
　
I

　
　
　
　
　
　
　
I

　
　
　
　
　
　
　
　
I

　
　
　
　
　
　
　
　
　
I

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I

韮
I
I
I
I韮
H
H
H
I
I
皿
H
I
H

H
I
I
互
H班璽
－
韮
韮
皿
－
皿
H
H
｝
狙
豆
田
皿
1

i8　（18）



一九世紀中葉におけるケルン市議会選挙と市民層（棚橋）

な
か
に
商
業
会
議
所
の
関
係
者
は
一
人
も
含
ま
れ
て
い

な
か
っ
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
上
位
階
級
に
お
け
る
ほ
ど
、
経

済
界
で
も
有
力
な
企
業
家
が
多
く
選
出
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
各
階
級
の
選
出
者
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
一
階
級
の
所
属
者
が
最
も
多
く
み
ら
れ
、
し
た

が
っ
て
各
階
級
の
選
出
者
の
社
会
構
成
は
、
各
階
級
の

選
挙
人
の
社
会
構
成
と
あ
る
程
度
対
応
し
て
い
た
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
都
市
の
最
上
層

に
あ
っ
た
第
一
階
級
の
所
属
奢
は
、
他
の
下
位
階
級
で

も
多
く
選
出
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
第
二
あ
る
い

は
第
三
階
級
の
所
属
者
が
、
自
身
の
階
級
よ
り
も
上
位

の
階
級
で
選
出
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

市
議
会
に
お
け
る
第
一
階
級
の
所
属
者
の
割
合
は
増
加

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
五
〇
年
代
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
市

議
会
の
社
会
構
成
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
あ
ろ
う
か
。
表
6
を
参
照
し
な
が
ら
さ
ら
に
考
察
を

「
進
め
て
い
き
た
い
。

〔表6〕19世紀中葉のケルン市議会の階級別職業構成

その他1合計官吏2）その他の

自由業
医師法律家

営
者

小
業

金利
生活者

商人1）1銀行家

15

P5

15

c
1
5
1
4
1
5
…
1
0
1
0
1
0
…
1
0
1
0
1
0
…
1
0
1
0
1
0
　
1
0
1
0
1
0

－
　
　

2
…

一
1

．
1
　
1
　
1
　
｝
1
　
1
　
1

－
…
1
　
　
　
1
．
1
　
　
　
1
…
－
1
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最
初
に
目
に
つ
く
の
は
、
小
営
業
者
の
後
退
で
あ
る
。
一
八
四
六
年
の
選
挙
で
は
、
第
二
階
級
の
議
員
に
津
名
の
、
第
三
階
級
で
は
議
員
に

一
名
、
代
理
人
に
二
名
の
小
営
業
者
が
選
出
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
つ
ぎ
の
選
挙
（
一
八
五
〇
年
一
～
三
月
目
で
、
は
や
く
も
後
退
が
始
ま
る
。

　
第
二
階
級
の
芳
名
の
議
員
の
う
ち
、
ビ
ー
ル
醸
造
業
者
の
ロ
イ
シ
ュ
（
図
Φ
¢
ω
o
げ
）
は
抽
選
に
よ
り
留
任
し
た
が
、
改
選
と
な
っ
た
大
工
親
方

バ
ゥ
デ
ヴ
ィ
ン
（
o
け
窪
α
①
三
口
）
と
肉
騰
親
方
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
（
ω
魯
器
箆
Φ
図
）
は
選
挙
で
再
選
さ
れ
な
か
っ
た
。
選
挙
で
新
た
に
加
わ
っ
た
の
は
、

代
理
人
と
し
て
建
築
師
ヴ
ァ
レ
（
甘
ダ
》
襲
名
ρ
ま
）
一
名
で
あ
っ
た
。
第
三
階
級
で
は
、
仕
立
屋
親
方
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
（
ω
畠
B
膏
）
は
す
で
に

議
員
を
辞
任
し
て
お
り
、
代
理
人
二
名
の
う
ち
パ
ン
屋
親
方
の
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
（
芝
Φ
臨
魯
）
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
。
留
任
者
は
も
う
一
人
の

代
理
人
、
家
具
屋
親
方
ヴ
ェ
ー
パ
ー
（
毛
Φ
げ
①
門
）
一
名
で
、
選
挙
で
は
代
理
人
と
し
て
屋
根
葺
き
親
方
エ
ッ
サ
ー
（
○
。
叶
蒔
．
房
。
・
Φ
H
）
と
大
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

親
方
バ
ウ
デ
ヴ
ィ
ン
（
第
二
階
級
の
前
議
員
）
の
二
名
が
加
わ
っ
た
。

　
こ
の
選
挙
の
結
果
、
小
営
業
者
の
代
表
は
、
第
二
階
級
で
議
員
一
名
、
代
理
人
一
名
、
第
三
階
級
で
は
代
理
人
冤
名
の
み
と
な
っ
た
。
一
八

四
六
年
の
選
挙
時
と
比
べ
て
、
両
階
級
を
あ
わ
せ
た
代
表
者
数
で
は
一
名
の
減
少
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
の
、
正
規
の
議
員
と
し
て
残
っ
た
の
は

ビ
ー
ル
醸
造
業
者
ロ
イ
シ
ュ
の
み
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
無
名
は
市
議
会
の
審
議
に
参
加
で
き
な
い
代
理
人
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
一
八
五
〇
年
秋
の
総
選
挙
で
、
小
営
業
者
は
さ
ら
に
大
き
な
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
代
理
人
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

こ
の
選
挙
で
生
き
残
っ
た
の
は
、
第
三
階
級
に
お
い
て
議
員
に
当
選
し
た
屋
根
葺
き
親
方
エ
ッ
サ
ー
（
同
階
級
の
前
代
理
人
）
の
み
で
、
彼
と
て
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ぎ
の
一
八
五
三
年
の
選
挙
で
は
姿
を
消
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
一
八
五
四
年
以
降
、
小
営
業
者
の
代
表
は
市
議
会
に
一
人
も
存
在

し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
小
営
業
者
の
は
っ
き
り
し
た
後
退
の
な
か
で
、
商
人
と
銀
行
家
を
中
核
と
す
る
企
業
家
層
は
、
市
議
会
の
な
か
で
つ
ね
に
多
数
派

を
維
持
す
る
。
そ
の
な
か
で
次
第
に
目
立
つ
存
在
と
な
る
の
が
製
糖
業
者
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
ケ
ル
ン
の
製
糖
業
は
、
一
八
二
一
年
に
一
業

者
、
一
二
人
の
労
働
者
で
開
始
さ
れ
、
は
じ
め
は
小
規
模
な
経
営
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
関
税
同
盟
の
成
立
を
契
機
に
販
路
を
拡
大
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
後
急
成
長
し
て
い
っ
た
。
一
八
四
九
年
に
は
事
業
数
一
三
、
労
働
者
数
七
七
一
人
を
数
え
る
ま
で
に
な
る
。
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一九世紀中葉におけるケルン市議会選挙と市民層（棚橋）

　
そ
の
な
か
で
も
最
大
の
事
業
者
が
、
O
ρ
＝
冒
Φ
馨
卿
ω
α
げ
器
祉
の
経
営
者
イ
ェ
ー
ス
ト
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
八
四
六
年
の
選
挙
で
第
二
階

級
か
ら
選
出
さ
れ
、
つ
ぎ
の
選
挙
か
ら
は
第
一
階
級
の
議
員
と
し
て
何
度
も
再
選
を
果
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
第
一
階
級
の
議
員
で
は
、
プ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ッ
ト
（
H
（
P
同
一
　
℃
Φ
撞
・
　
切
H
Φ
山
什
）
（
在
任
期
間
一
八
五
〇
一
五
三
年
）
、
ラ
ン
ゲ
ン
（
冒
げ
．
冒
ρ
い
き
σ
q
魯
）
（
同
一
八
五
一
年
～
）
、
第
二
階
級
で
は
コ
ッ
ト

ハ
ゥ
ス
（
0
9
H
一
　
民
O
げ
げ
げ
拶
信
ω
）
（
同
一
八
四
六
一
五
三
年
）
、
そ
し
て
、
第
三
階
級
で
も
ホ
ル
ス
ト
（
賢
8
げ
頃
貧
ω
仲
）
（
同
一
八
五
〇
年
～
）
が
製
糖
業

を
営
ん
で
い
た
。
彼
ら
の
多
く
が
、
都
市
最
上
層
の
第
一
階
級
の
所
属
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ケ
ル
ン
の
市
議
会
に
は
、
こ
う
し
た
製

糖
業
者
が
一
八
五
〇
～
五
三
年
に
は
四
名
、
一
八
五
四
年
以
降
も
三
差
が
つ
ね
に
在
籍
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
ケ
ル
ン
市
議
会
の
社
会
的
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
法
律
家
や
医
師
と
い
っ
た
教
養
市
民
の
自
由
業
者
が
、
一
定
数
の
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

席
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
上
層
市
民
に
お
け
る
自
由
業
者
の
割
合
は
、
当
時
一
〇
％
程
度
で
あ
っ
た
が
、
一
八
五
〇
年
以
降
、
市
議

会
に
は
九
～
一
〇
名
の
自
由
業
者
が
在
籍
し
、
全
議
員
に
占
め
る
割
合
は
お
よ
そ
三
〇
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が
都
市
行
政
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　
第
一
階
級
で
は
、
弁
護
士
と
し
て
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
プ
（
。
D
ε
竈
）
（
在
任
期
間
一
八
四
六
－
五
一
年
）
、
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
（
属
涛
。
㌶
島
N
冒
罠
①
§
窪
ロ
）

（
同
一
八
五
〇
年
～
）
、
エ
ッ
サ
ー
（
冒
ヴ
国
界
員
．
目
冨
。
P
国
ω
。
。
・
目
）
（
同
一
八
五
六
年
～
）
が
お
り
、
ま
た
金
利
生
活
者
に
数
え
ら
れ
た
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
≦
葺
σ
q
魯
ω
冨
ぎ
）
（
同
一
八
四
六
年
～
）
も
法
律
の
知
識
が
あ
り
、
か
つ
て
市
の
助
役
を
務
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
第
二
階
級
で

は
弁
護
士
コ
ン
ペ
ス
（
O
。
ヨ
℃
①
ω
）
（
同
一
八
四
六
一
五
九
年
）
、
薬
剤
師
フ
ラ
ン
ク
（
同
一
八
四
六
i
五
一
）
、
公
証
人
ラ
ン
ト
ヴ
ェ
ー
ア
（
国
①
貯
罫
冒
ρ

ピ
p
巳
≦
。
ξ
）
（
同
一
八
五
〇
年
～
）
な
ど
が
、
第
三
階
級
で
も
弁
護
士
と
し
て
ベ
ッ
カ
ー
（
し
d
α
。
竃
同
）
（
同
一
八
四
六
年
目
）
と
キ
ュ
ル
（
寓
。
馨
N

図
覧
｝
）
（
同
一
八
五
〇
年
～
）
が
長
く
市
議
会
議
員
の
地
位
に
あ
っ
た
。
　
ま
た
、
市
議
会
は
一
八
五
一
年
五
月
に
、
弁
護
士
シ
ュ
ト
ゥ
ヅ
プ
を
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

長
に
、
薬
剤
師
フ
ラ
ン
ク
を
助
役
に
選
出
し
、
こ
の
と
き
に
両
者
は
議
員
を
辞
任
し
て
い
る
。

　
以
上
み
た
よ
う
な
市
議
会
の
社
会
構
成
に
は
、
ケ
ル
ン
市
の
社
会
構
造
的
な
特
徴
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な

が
ら
他
方
で
、
市
議
会
選
挙
の
結
果
は
、
市
民
層
の
都
営
代
表
制
に
対
す
る
あ
る
種
の
考
え
方
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
次
章
で
は
、
市
民
の
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自
発
的
な
選
挙
運
動
の
実
態
に
踏
み
込
み
、
候
補
者
の
選
定
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

①
O
し
つ
H
。
。
a
㌧
ω
．
紹
緊
。
。
圃
．

②
選
挙
日
程
に
つ
い
て
は
、
映
N
㌧
①
・
δ
・
点
ω
・
誌
・
H
O
。
臨
を
参
照
。

③
映
N
し
Φ
」
．
山
蒔
．
。
。
」
。
。
窃
P

④
養
b
O
■
O
●
凸
凹
ニ
し
G
。
伊
9

⑤
選
挙
規
定
r
に
関
し
て
は
O
即
ド
。
。
窃
9
6
Q
．
b
⊃
H
？
b
。
同
を
参
照
。

⑥
国
〉
ω
け
ぢ
P
ド
ω
旧
養
b
①
．
δ
㍉
H
G
。
」
b
。
這
◎
。
ま
．

⑦
瓢
〉
ω
雨
宍
・
ρ
け
。
。
之
ミ
に
掲
載
の
「
選
挙
結
果
」
な
ど
か
ら
纂
者
が
作

　
成
。
他
の
諸
都
帯
で
も
、
一
般
に
第
童
階
級
の
投
票
率
は
最
低
で
あ
っ
た
。
ベ
ル

　
リ
ン
に
つ
い
て
は
、
男
ρ
p
窪
曰
く
貫
き
b
甘
砺
ミ
叙
燃
鴨
ミ
戚
§
§
恥
ミ
§
蕊
O
◎
。
画
ミ
職

　
ミ
恥
9
ミ
“
b
σ
ミ
§
評
切
。
ユ
一
口
お
O
。
。
匂
o
Q
」
0
8
虞
。
。
参
照
。

⑧
訟
〉
ω
け
ち
り
、
押
。
。
．
な
お
、
正
確
な
霞
名
と
職
業
に
関
し
て
は
訟
賊
暮
§
鳶

　
爲
ミ
吻
ミ
ミ
ミ
N
斜
日
◎
。
海
Φ
で
確
認
し
た
。

⑨
軍
囚
①
濠
呂
曾
ミ
丙
●
＜
●
国
覧
一
」
b
鳶
9
恕
ミ
き
欝
織
ミ
ミ
網
ミ
嵩
ミ
ミ
ミ
馬
防
ミ
§

　
9
、
曾
琶
ミ
s
ミ
㌦
嚇
ミ
偽
§
ミ
ミ
嵩
ミ
占
ミ
典
丙
9
ロ
一
㊤
刈
b
」
、
ω
■
震
1
8
■

⑩
商
業
会
議
所
の
議
員
に
関
し
て
は
、
囚
①
凱
⑦
5
σ
o
コ
N
＼
丙
覧
㌍
P
P
O
．
層
ω
’
b
。
認

　
一
ω
り
を
参
照
。

⑪
金
利
生
活
者
の
以
前
の
職
業
に
関
し
て
は
、
鼠
糺
ミ
§
§
織
ミ
い
誉
ミ
ミ
、
き

　
お
ト
。
N
嶺
Q
。
◎
蕊
自
の
住
民
一
監
【
な
ど
で
確
認
し
た
。

⑫
　
一
八
五
〇
年
秋
の
選
挙
で
当
選
し
た
議
員
三
Q
名
の
所
属
階
級
内
訳
は
、
第
一

　
階
級
＝
ハ
、
第
二
階
級
一
〇
、
第
三
階
級
幽
で
あ
っ
た
。
＜
σ
q
r
罠
”
b
。
o
。
・
δ
■

　
一
Q
。
α
ρ

⑬
聚
N
に
掲
載
の
「
選
挙
結
果
」
や
箆
織
悪
守
§
同
職
ミ
ω
登
ミ
ミ
ミ
℃
δ
蒔
ρ

　
一
◎
。
A
り
・
蕊
q
P
同
Q
。
総
・
H
◎
。
ゆ
N
笏
窃
Φ
・
屋
Φ
O
に
掲
載
の
市
議
会
議
員
名
簿
お
よ
び

　
住
民
一
覧
の
職
業
記
載
か
ら
箪
者
が
作
成
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
㌦
・

⑭
選
挙
結
果
に
つ
い
て
は
、
養
”
♂
凸
O
・
ぎ
O
I
ρ
昏
。
こ
嵩
■
釣
b
。
刈
』
』
・
。
。
こ

　
①
－
。
。
．
ω
」
。
。
9
を
参
照
。

⑮
鳶
b
O
』
こ
H
。
。
レ
O
こ
。
。
ド
一
〇
幽
弘
q
」
H
」
。
。
8
㎞
惹
る
心
■
＝
■
レ
心
し
b
。
」
。
。
窃
も
。
．

⑯
局
覧
♂
妻
三
。
。
。
冨
h
富
σ
Q
窃
。
一
μ
h
。
馨
。
H
3
冨
p
o
。
し
。
。
¶
占
。
。
。
。
勒
即
〉
器
0
9
『
曙
℃

　
ミ
無
。
譜
侮
8
“
ミ
馬
§
ミ
ミ
～
N
偽
§
G
ミ
粛
謹
（
」
％
」
回
一
N
恥
N
㎞
）
℃
目
目
㌧
℃
p
臥
ω

　
ち
謡
㌔
》
℃
℃
o
a
｛
8
ω
ω
冨
賦
恥
二
ρ
器
μ
℃
．
無
．

⑰
「
在
任
期
間
」
に
お
け
る
「
～
」
は
、
五
〇
年
代
を
通
じ
て
継
続
的
に
在
任
し

　
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

⑱
表
3
（
第
二
章
の
註
⑬
）
参
照
。

⑲
＜
α
q
ド
開
㊦
ぎ
忌
・
冒
＼
9
爵
騨
．
費
ρ
。
。
』
ご
℃
巴
3
霞
σ
q
石
●
。
・
・
○
‘
ψ
。
。
。
。

　
1
0
◎
㊤
■
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第
四
章
　
市
民
の
選
挙
運
動

　
一
九
世
紀
中
葉
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
選
挙
に
お
い
て
は
、
立
候
補
や
推
薦
の
届
出
制
度
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
選
挙
人
は
投
票
に
際
し
て
、

被
選
挙
権
の
あ
る
者
な
ら
ば
、
誰
に
投
票
七
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
選
挙
人
は
す
べ
て
の
議
席
に
つ
い
て
一
票
の
投
票
権
を
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も
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
最
初
の
投
票
で
は
、
複
数
の
候
補
者
に
票
が
分
散
す
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
の
選
挙
に
お
け
る

決
選
投
票
の
必
要
性
は
か
な
り
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
た
と
え
ば
、
一
八
四
六
年
の
選
挙
で
は
、
代
理
人
を
含
め
た
四
五
議
席
の
う
ち
、
決
選
投
票
が
行
な
わ
れ
た
の
は
わ
ず
か
＝
一
の
議
席
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
三
三
名
の
当
選
者
は
第
一
回
の
投
票
で
は
や
く
も
過
半
数
票
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
・
ま
た
、
そ
の
後
の
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
も
、
第
一
回
転
投
票
で
一
人
の
候
補
者
が
、
九
〇
％
以
上
の
票
を
獲
得
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
投
票
に
や
っ
て
く
る
選

挙
人
の
閾
で
、
候
補
者
に
つ
い
て
の
「
合
意
」
r
が
事
前
に
で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
合
意
」
の
形
成
に
大
き
な
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

響
力
を
も
っ
た
の
が
市
民
に
よ
る
選
挙
運
動
で
あ
っ
た
。

　
一
九
世
紀
中
葉
の
市
議
会
選
挙
で
は
、
候
補
者
自
身
が
選
挙
人
に
直
接
支
持
を
呼
び
か
け
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
他
者
に
よ
る
推
薦

と
い
う
方
法
が
、
選
挙
運
動
の
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
運
動
は
「
匿
名
」
を
旨
と
し
て
い
た
。
『
ケ
ル
ン
新
聞
』
な

ど
に
掲
載
さ
れ
る
選
挙
広
告
に
は
、
広
告
主
と
し
て
「
一
選
挙
人
（
鵠
一
⇔
♂
＜
似
げ
一
Φ
目
）
」
や
「
多
数
の
選
挙
人
（
冨
Φ
ぽ
①
葦
毛
警
騨
）
」
、
「
乎
工
業

老
」
や
「
商
人
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
表
現
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
も
そ
も
広
告
主
の
記
載
の
ま
っ
た
く
な
い
も
の
も
か
な
り
あ
っ
た
。
他
方
で
、

ハ
ル
フ
委
員
会
（
O
O
臼
一
げ
①
　
ぴ
Φ
一
　
H
由
曽
同
月
）
、
ク
リ
ュ
ヅ
チ
ュ
委
員
会
（
O
。
巳
並
び
蝕
国
冨
葺
。
｝
H
）
、
ヴ
ァ
ル
ラ
フ
（
ノ
く
餌
貯
ρ
h
）
委
員
会
、
そ
し
て
商

工
業
協
会
（
剛
【
9
轟
仙
①
一
ω
一
Ω
Φ
づ
「
O
H
び
一
〆
N
Φ
巴
Φ
凶
⇔
）
と
い
っ
た
協
会
名
も
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
市
民
の
自
発
的
な
選

挙
団
体
の
活
動
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
れ
ら
の
協
会
は
、
選
挙
の
数
週
間
前
か
ら
飲
食
店
な
ど
で
た
び
た
び
会
合
を
開
き
、
推
薦
す
べ
き
候
補
着
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
な
っ
た
。

ま
た
、
広
く
選
挙
人
集
会
を
呼
び
か
け
、
そ
こ
で
予
備
選
挙
を
行
な
う
な
ど
し
て
望
ま
し
い
候
補
者
の
選
定
を
行
な
っ
た
。
そ
し
て
、
各
協
会

は
新
聞
広
告
や
街
頭
で
配
布
さ
れ
る
ビ
ラ
、
あ
る
い
は
飲
食
店
や
居
酒
屋
の
壁
な
ど
に
は
ら
れ
る
ポ
ス
タ
ー
に
よ
っ
て
、
候
補
者
の
推
薦
を
行

　
　
　
　
　
　
④

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
協
会
の
活
動
も
「
匿
名
」
を
原
則
と
し
て
お
り
、
具
体
的
に
誰
が
そ
の
活
動
に
係
わ
っ
て
い
た
か
は
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が
で
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⑤

き
な
い
。
前
述
の
各
協
会
の
名
称
も
、
会
合
に
使
わ
れ
て
い
た
飲
食
店
に
由
来
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
役
の
市
議
会
議

員
が
協
会
の
指
遵
的
立
場
に
あ
り
、
彼
ら
自
身
が
協
会
の
候
補
者
名
簿
に
名
前
を
連
ね
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一

八
五
〇
年
一
月
の
ハ
ル
フ
委
員
会
の
指
導
部
に
は
、
第
二
階
級
の
現
議
員
ギ
ヨ
ー
ム
と
第
三
階
級
の
現
議
員
ク
ラ
イ
ン
（
囚
δ
貯
）
が
所
属
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
一
八
五
〇
年
秋
の
市
議
会
選
挙
を
例
に
と
り
、
こ
の
よ
う
な
選
挙
協
会
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
選
挙
運
動
が
展
開
さ
れ
た
か
を

具
体
的
に
み
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
『
ケ
ル
ン
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
各
協
会
の
広
告
や
候
補
者
名
簿
を
お
も
に
参
照
す
る
が
、
そ
れ
は
当
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

聞
が
こ
の
時
期
、
市
民
層
の
意
志
形
成
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
九
月
の
第
三
階
級
の
選
挙
で
は
、
ク
リ
ュ
ッ
チ
ュ
委
員
会
と
商
工
業
協
会
が
対
抗
す
る
か
た
ち
で
運
動
を
展
開
し
た
。
前
者
は
九
月

一
四
日
、
二
〇
日
、
二
二
日
に
選
挙
人
集
会
を
主
催
し
、
選
挙
開
始
当
日
の
二
四
日
に
は
、
新
人
の
手
工
業
老
五
二
を
含
む
一
〇
名
の
候
補
者

各
簿
を
『
ケ
ル
ン
新
聞
』
に
発
表
し
た
。
他
方
で
、
商
工
業
協
会
も
定
例
総
会
な
ど
で
候
補
者
を
選
定
し
、
同
じ
よ
う
に
一
〇
名
の
候
補
者
名

簿
を
『
ケ
ル
ン
新
聞
』
に
発
表
し
た
。
こ
の
選
挙
の
結
果
は
、
商
工
業
協
会
が
第
一
回
投
票
で
、
そ
の
候
補
者
一
〇
名
の
う
ち
六
名
（
う
ち
現

議
員
山
名
）
を
当
選
さ
せ
た
の
に
対
し
て
、
ク
リ
ュ
ヅ
チ
ュ
委
員
会
の
候
補
者
の
う
ち
当
選
で
き
た
の
は
、
現
議
員
の
二
名
の
み
で
、
う
ち
一
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
商
工
業
協
会
の
推
薦
も
得
て
い
る
者
で
あ
っ
た
。
一
〇
月
一
七
日
か
ら
残
り
三
議
席
を
め
ぐ
る
決
選
投
票
が
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
こ
で
も
商

工
業
協
会
の
影
響
力
は
決
定
的
で
あ
っ
た
。
新
人
二
名
を
含
む
三
名
の
候
補
者
全
員
を
当
選
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き

ク
リ
ュ
ッ
チ
ュ
委
員
会
も
、
最
初
の
投
票
で
過
半
数
票
を
取
れ
な
か
っ
た
手
工
業
者
虚
名
を
候
補
者
と
し
て
推
薦
し
た
が
、
全
員
落
選
し
て
し

　
　
⑨

ま
っ
た
。

　
ク
リ
ュ
ッ
チ
ュ
委
員
会
は
、
前
回
の
一
八
五
〇
年
一
～
三
月
の
選
挙
で
は
、
す
べ
て
の
階
級
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
、
職
業
身
分

で
は
大
商
人
か
ら
手
工
業
者
、
政
治
的
傾
向
と
し
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
保
守
か
ら
自
由
左
派
と
い
っ
た
広
い
領
域
か
ら
候
補
老
を
推
薦
す
る
傾
向

　
　
　
　
　
⑩

を
も
っ
て
い
た
。
他
方
で
、
商
工
業
協
会
の
特
徴
は
、
左
派
的
な
候
補
者
を
積
極
的
に
推
薦
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
第
三
階
級
の
選
挙
で
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は
、
弁
護
士
の
ベ
ッ
カ
ー
と
キ
ニ
ル
、
商
人
ク
ラ
ッ
セ
ン
（
Ω
霧
の
零
《
騨
竈
¢
巨
帥
目
）
、
製
糖
業
者
ホ
ル
ス
ト
な
ど
を
当
選
さ
せ
た
が
、
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
の
ち
に
ケ
ル
ン
進
歩
党
の
中
核
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
五
〇
年
代
に
、
市
議
会
に
明
確
な
政
治
的
党
派
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
商
工
業
協
会
の
代
表
者
た
ち
は
、
経
済
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
で
市
民
に
密
接
し
た
利
益
を
代
表
し
、
保
守
的
な
大
企
業
高
層
と
対
立

　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
商
工
業
協
会
に
よ
っ
て
市
議
会
に
「
党
派
的
」
対
立
が
次
第
に
持
ち
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
つ
ぎ
に
第
二
階
級
の
選
挙
で
は
、
今
度
は
ヴ
ァ
ル
ラ
フ
委
員
会
と
商
工
業
協
会
が
対
抗
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
者
は
、
一
〇
月
二
二
日
と

二
六
日
の
二
度
に
わ
た
っ
て
選
挙
人
集
会
を
主
催
し
、
二
六
日
の
集
会
で
は
候
補
者
の
予
備
選
挙
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
予
備
選
挙
に
は
お

よ
そ
九
〇
名
の
選
挙
人
が
参
加
し
、
そ
の
結
果
は
一
〇
名
の
候
補
老
名
簿
と
し
て
二
八
日
と
二
九
日
の
『
ケ
ル
ン
新
聞
』
に
発
表
さ
れ
た
（
選
挙

開
始
は
二
九
日
）
。
そ
れ
に
対
し
て
商
工
業
協
会
も
、
一
〇
月
二
二
濤
と
二
六
日
に
、
し
か
も
ヴ
ァ
ル
ラ
フ
委
員
会
の
集
会
と
ま
っ
た
く
同
時
刻

に
、
そ
れ
ぞ
れ
定
例
総
会
と
選
挙
人
集
会
を
開
催
し
対
抗
し
た
。
二
六
日
の
選
挙
人
集
会
で
は
や
は
り
予
備
選
挙
を
行
い
、
そ
の
結
果
は
二
九

日
の
『
ケ
ル
ン
新
聞
』
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
選
挙
で
は
、
匿
名
に
よ
る
候
補
老
名
簿
が
そ
の
ほ
か
に
三
つ
発
表
さ
れ
、
選
挙
は
「
激
戦
」
の

様
相
を
呈
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
選
挙
の
趨
勢
を
左
右
し
た
の
は
、
ヴ
ァ
ル
ラ
フ
委
員
会
と
商
工
業
協
会
の
候
補
者
名
簿
で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ

ル
ラ
フ
委
員
会
の
候
補
者
一
〇
名
の
う
ち
七
名
（
全
員
現
議
員
）
が
最
終
的
に
当
選
し
、
商
工
業
協
会
の
候
補
者
一
〇
名
の
う
ち
五
名
が
当
選
を

果
し
た
。
商
工
業
協
会
の
当
選
者
の
う
ち
二
名
は
同
時
に
ヴ
ァ
ル
ラ
フ
委
員
会
の
推
薦
も
受
け
て
い
た
が
、
商
工
業
協
会
は
こ
の
と
き
二
名
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

新
人
を
当
選
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
商
工
業
協
会
は
は
じ
め
、
活
動
の
重
点
を
第
三
階
級
に
置
い
て
い
た
が
、
第
二
階
級
に
も
次
第
に
勢
力
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
選
挙

で
は
、
ヴ
ァ
ル
ラ
フ
委
員
会
に
よ
っ
て
推
薦
を
受
け
た
第
一
階
級
の
現
議
員
デ
ュ
モ
ン
（
U
償
嵐
。
づ
伸
）
（
在
任
期
間
～
八
四
六
年
～
）
や
医
師
ク
レ
ヅ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

セ
ン
（
同
一
八
四
穴
年
～
）
と
い
っ
た
有
力
議
員
が
決
選
投
票
に
追
い
込
ま
れ
た
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
商
工
業
協
会
の
善
戦
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　
つ
づ
く
第
一
階
級
の
選
挙
で
、
決
定
的
な
影
響
力
を
も
っ
た
の
は
、
　
一
一
月
二
六
日
に
ゲ
ル
ト
ル
ー
デ
ン
ホ
！
フ
（
Ω
Φ
旨
＆
Φ
昌
。
h
）
で
行
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な
わ
れ
た
選
挙
人
集
会
と
そ
こ
で
決
定
さ
れ
た
候
補
老
名
簿
で
あ
っ
た
。
候
補
者
に
あ
が
っ
た
一
〇
名
は
す
べ
て
、
第
一
回
投
票
で
過
半
数
票

を
獲
得
し
て
当
選
し
た
。
こ
の
と
き
商
工
業
協
会
も
候
補
者
名
簿
を
発
表
し
た
が
、
そ
れ
は
独
自
の
「
党
派
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

か
で
当
選
し
た
六
名
は
す
べ
て
ゲ
ル
ト
ル
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
集
会
の
候
補
者
で
あ
っ
た
。
保
守
的
な
都
市
最
上
層
か
ら
構
成
さ
れ
る
第
一
階
級
で

は
、
商
工
業
協
会
が
積
極
的
に
活
動
で
き
る
余
地
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
第
一
階
級
で
は
市
議
会
選
挙
に
対
す
る
関
心
が

比
較
的
高
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
候
補
者
に
関
す
る
「
合
意
」
は
容
易
に
形
成
さ
れ
、
一
般
に
「
選
挙
戦
」
も
あ
ま
り
激
し
い
も
の
と
は
な
ら

な
か
っ
た
。

　
選
挙
広
告
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
選
挙
協
会
に
よ
る
も
の
と
な
ら
ん
で
、
職
業
身
分
に
よ
る
広
告
も
し
ば
し
ば
み
か
け
ら
れ
た
。
つ
ぎ

に
、
前
章
で
み
た
市
議
会
の
社
会
構
成
の
変
化
に
も
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
職
業
身
分
に
よ
る
選
挙
運
動
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

　
と
り
わ
け
手
工
業
者
は
、
当
初
よ
り
第
三
階
級
に
お
い
て
自
分
た
ち
の
代
表
を
市
議
会
に
送
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
は
や
く
も
一
八
四

六
年
一
〇
月
一
ご
日
に
、
手
工
業
者
の
代
表
を
要
望
す
る
広
告
が
『
ケ
ル
ン
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
れ
は
、
「
第
三
階
級
は
お
も
に

手
工
業
者
身
分
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
手
工
業
者
が
強
力
に
代
表
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
、
手
工
業
者
の
代
表
に
票
を
投
じ
る

こ
と
を
強
く
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
ま
た
、
　
一
〇
月
一
五
碕
に
掲
載
さ
れ
た
同
趣
旨
の
広
告
は
、
手
工
業
親
方
ど
ビ
…
ル
醸
造
業
者
の
連

名
（
合
わ
せ
て
一
八
名
）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
両
者
が
小
営
業
者
と
し
て
、
市
議
会
選
挙
に
共
通
の
認
識
を
も
っ
て
臨
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
の
後
、
ビ
ー
ル
醸
造
業
老
の
独
僧
の
運
動
も
確
認
で
き
る
。
一
八
五
五
年
一
一
月
三
日
に
は
、
元
議
員
ロ
イ
シ
ュ
の
と
こ
ろ
で
集
会
が
開

か
れ
、
第
三
階
級
の
候
補
者
に
関
す
る
協
議
が
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
惹
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
選
挙
運
動
は
統
一
性
を
欠
き
、
選
挙
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

日
（
六
日
）
に
は
ビ
ー
ル
醸
造
業
者
に
よ
る
二
つ
の
異
な
る
候
補
者
名
簿
が
『
ケ
ル
ン
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
選
挙
の
結
果
は

ま
っ
た
く
の
惨
敗
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
こ
の
よ
う
な
小
営
業
者
の
広
告
は
、
と
り
わ
け
第
三
階
級
の
選
挙
の
際
に
た
び
た
び
み
か
け
ら
れ
る
も
の
で
、
彼
ら
が
職
業
身
分
の
代
表
を
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強
く
望
ん
で
お
り
、
五
〇
年
代
初
め
に
お
け
る
市
議
会
か
ら
の
後
退
に
、
か
な
り
の
危
機
意
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　
職
業
身
分
を
代
表
す
る
広
告
は
、
小
営
業
者
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
。
　
一
八
五
〇
年
二
月
の
第
一
階
級
の
選
挙
に
際
し
て
、
「
商
人
（
囚
磐
学

冨
暮
Φ
）
」
に
よ
る
広
告
が
み
ら
れ
る
（
同
月
二
三
日
）
。
そ
れ
は
、
「
砂
糖
は
（
第
二
お
よ
び
第
一
階
級
に
お
い
て
）
十
分
に
代
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
今
日
は
建
築
監
督
官
（
G
σ
鼠
戸
け
）
の
ビ
ー
ル
ヒ
ャ
ー
（
じ
づ
醇
。
冨
吋
）
氏
に
投
票
し
よ
う
」
と
、
選
挙
人
に
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
広
告
の
目
的
は
、
第
五
議
席
に
つ
い
て
ク
リ
ュ
ッ
チ
ュ
委
員
会
が
推
薦
し
て
い
た
、
製
糖
業
者
ブ
レ
ッ
ト
の
選
出
を
阻
止
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
結
局
、
こ
の
よ
う
な
運
動
は
功
を
奏
さ
ず
、
ブ
レ
ッ
、
ト
が
第
一
回
の
投
票
で
当
選
し
た
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
「
商
人
」
に
よ
り
推
薦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

を
受
け
た
ビ
ー
ル
ヒ
ャ
ー
自
身
が
そ
れ
を
拒
否
し
、
公
然
と
ブ
レ
ッ
ト
を
支
持
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
製
糖
業
者
の
選
出
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
つ
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
代
理
人
選
挙
に
お
い
て
も
尾
を
引
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
、

製
糖
業
者
を
支
援
す
る
匿
名
の
広
告
が
『
ケ
ル
ン
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
（
二
月
二
五
日
）
。
そ
こ
で
は
、
製
糖
業
が
流
入
す
る
労
働
者
の
薩
用

な
ど
に
よ
っ
て
都
市
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
「
各
階
級
に
少
な
く
と
も
二
名
の
製
糖
業
者
」
が
望
ま
し
い
と

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
。
翌
日
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
が
す
ぐ
さ
ま
同
紙
に
掲
載
さ
れ
た
。
論
者
（
匿
名
）
は
、
市
議
会
に
製
糖
業
者
は
必
ず
し
も
必

述
べ
ら
れ
て
い
る

要
で
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
市
議
会
が
「
私
的
利
益
に
従
っ
て
（
箕
軌
α
。
B
。
）
発
言
す
る
議
員
〔
1
1
製
糖
菜
老
〕
に
よ
っ
て
」
誤
っ
た
方
向
へ
導
か

れ
る
危
険
性
の
あ
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
前
日
の
広
告
主
に
村
し
て
、
製
糖
業
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
ケ
ル
ン
の
経
済

に
貢
献
し
て
い
る
の
か
・
警
負
担
と
の
関
係
も
含
め
・
さ
ら
長
体
的
な
説
明
を
要
求
し
て
長
訟
醐
説
を
締
め
括
・
て
い
物
・

　
こ
の
よ
う
な
「
商
人
」
に
よ
る
製
糖
業
者
に
対
す
る
攻
撃
の
背
後
に
は
、
伝
統
的
な
商
人
層
の
新
興
企
業
家
に
対
す
る
敵
対
心
も
作
用
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
「
商
人
」
の
反
感
は
法
律
家
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
一
八
五
〇
年
二
月
と
一
八
五
五

年
一
二
月
に
行
な
わ
れ
た
第
一
階
級
の
選
挙
で
は
、
「
法
律
は
す
で
に
十
分
代
表
さ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
広
告
が
　
「
商
人
」
に
よ
り
出
さ
れ

　
　
⑫

て
い
る
。
自
由
業
者
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
法
律
家
は
市
議
会
に
つ
ね
に
五
～
六
の
議
席
を
保
持
し
て
い
た
が
、
こ
れ
が
「
商
人
」
に
は

「
過
剰
」
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
表
6
参
照
）
。
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す
な
わ
ち
、
「
商
人
」
に
よ
る
製
糖
業
者
や
法
律
家
に
対
す
る
攻
撃
は
、
職
業
身
分
的
な
代
表
を
求
め
る
小
営
業
者
の
運
動
と
は
異
な
り
、

一
定
業
種
の
「
過
剰
」
な
代
表
に
対
す
る
警
戒
心
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
商
人
」
を
は
じ
め
と
す
る
上
層
市
民

は
、
彼
ら
の
考
え
る
市
議
会
の
「
調
稲
的
」
構
成
に
配
慮
し
な
が
ら
選
挙
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ク
リ
ュ
ッ
チ
ュ
委
員
会
の
推
薦

す
る
候
補
者
が
、
比
較
的
広
範
な
市
民
層
を
含
む
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
「
調
和
的
」
構
成
を
重
視
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
「
調
和
」
を
維
持
す
る
た
め
に
特
定
の
社
会
的
グ
ル
ー
プ
が
積
極
的
な
推
薦
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
八
五
〇
年
一
〇

月
の
第
三
階
級
の
決
選
投
票
に
際
し
て
、
同
委
員
会
が
手
工
業
者
の
み
を
推
薦
し
た
の
は
、
第
一
回
投
票
で
当
選
し
た
七
難
の
な
か
に
手
工
業

者
が
一
人
も
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
当
時
の
選
挙
制
度
に
お
い
て
は
、
「
少
数
派
」
は
き
わ
め
て
不
利
な
状
態
に
あ
っ
た
。
先
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
市
議
会
選
挙

で
選
挙
人
は
す
べ
て
の
議
席
に
一
票
の
投
票
権
を
も
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
「
少
数
派
」
に
と
っ
て
き
わ
め
て
不
利
に
作
用
す
る
可
能

性
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
階
級
の
「
多
数
派
偏
が
一
致
結
束
し
、
各
議
席
の
選
挙
で
自
分
た
ち
の
候
補
者
に
投
票
し
た
場

合
、
彼
ら
は
そ
の
階
級
の
全
議
席
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
こ
の
よ
う
な
「
党
派
的
」
な
選
挙

は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
、
市
民
層
の
「
少
数
派
」
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
代
表
が
ど
の
よ
う
に
し
て
選
出
さ
れ
た
か
を
み
て
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

よ
う
。
一
八
四
六
年
当
時
、
ケ
ル
ン
市
に
在
住
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
は
わ
ず
か
九
七
四
名
で
、
人
口
割
合
は
一
・
一
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
一
〇
月
一
六
日
の
第
三
階
級
の
選
挙
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
（
O
b
℃
Φ
昌
Φ
ぎ
）
は
、
有
効
投
票
数
七
二
七
の
う
ち
三
八
八
票
（
五

三
％
）
を
獲
得
し
て
当
選
し
て
い
る
。

　
こ
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
当
選
の
背
後
に
は
、
ハ
ル
フ
委
員
会
と
ユ
ダ
ヤ
人
ゲ
マ
イ
ソ
デ
の
協
定
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

と
き
は
ま
ず
、
ユ
ダ
ヤ
人
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
選
挙
人
集
会
が
開
か
れ
、
そ
こ
で
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
圧
倒
的
多
数
の
支
持
で
候
補
者
に
選
ば
れ
た

（～

寥
肢
齠
冝
j
。
　
ユ
ダ
ヤ
人
の
代
表
は
こ
の
結
果
を
携
え
て
ハ
ル
フ
委
員
会
に
お
も
む
き
、
以
下
の
よ
う
な
協
定
を
申
し
出
た
の
で
あ
っ
た
。
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す
な
わ
ち
、
も
し
ハ
ル
フ
委
員
会
が
そ
の
候
補
者
と
し
て
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
を
推
薦
し
た
場
合
、
ユ
ダ
ヤ
人
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
全
力
を
あ
げ
て
同

委
員
会
の
全
候
補
を
支
持
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
協
定
は
実
際
に
は
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
が
、
第
三
階
級
の
最
終
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
選
挙
で
、
多
く
の
市
民
が
意
識
的
に
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
投
票
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
同
じ
よ
う
に
、
一
八
四
六
年
や
一
八
五
〇
年
の
第
二
階
級
の
選
挙
で
、
第
二
階
級
の
選
挙
人
の
な
か
で
は
「
少
数
派
」
で
あ
る
は
ず
の
小
営

業
春
が
当
選
で
き
た
の
は
、
企
業
家
層
を
中
心
と
す
る
「
多
数
派
」
の
選
挙
人
が
、
意
識
的
に
小
営
業
者
の
候
補
に
投
票
し
た
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
市
民
の
選
挙
運
動
は
事
前
に
候
補
者
を
「
調
整
」
し
、
市
議
会
を
望
ま
し
い
「
調
和
」
へ
と
導
く
た
め
に
重
要
な
機
能

を
果
た
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
、
商
工
業
協
会
は
「
党
派
的
」
な
候
補
者
を
擁
立
し
、
ま
た
小
営
業
者
た
ち
は
、
自
身

の
職
業
身
分
的
な
代
表
を
繰
り
返
し
要
求
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
に
市
民
層
は
「
調
和
」
を
指
向
す
る
独
自
の
理
念
に
基
づ
い
て
、
候

補
者
の
選
定
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
念
は
、
初
期
自
由
主
義
の
め
ざ
し
た
「
市
民
社
会
」
形
成
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
と
関
係
し
て
い
た
。
理
想
的
な
「
市
民
社
会
」
と
は
、
自
由
で
自
立
し
た
「
中
間
身
分
」
が
、
相
互
補
完
的
に
「
調
和
的
」
秩
序
を
形
成
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
市
民
層
は
、
こ
う
し
た
社
会
秩
序
の
中
核
を
自
認
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
「
党
派
的
」
活
動
に
よ
る
内
的
分

裂
と
社
会
的
対
立
の
先
鋭
化
を
避
け
、
市
議
会
に
お
い
て
も
諸
利
害
が
「
調
和
的
」
に
融
合
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
養
㌔
①
．
ざ
．
占
ω
」
卜
。
」
。
。
ま
「

②
　
た
と
え
ば
、
｝
八
五
〇
年
秋
の
選
挙
で
は
第
　
出
挙
で
四
名
、
第
二
お
よ
び
第

　
三
階
級
で
そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
当
選
者
が
、
第
一
回
の
投
票
で
有
効
投
票
数
の
九
〇

　
％
以
上
を
獲
得
し
て
い
る
。
蚤
b
。
り
．
㊤
‘
G
。
ト
一
〇
こ
N
メ
に
」
Q
。
q
O
■

③
シ
ュ
タ
イ
ン
都
市
条
令
と
「
修
正
都
市
条
令
」
の
実
施
都
市
で
は
、
選
挙
時
に

　
選
挙
人
集
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
こ
で
候
補
者
の
推
薦
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
つ

　
て
い
た
。
O
的
お
O
Q
。
㌧
ω
・
も
。
G
。
令
G
。
α
恥
O
砺
冨
ω
ザ
Q
q
」
8
プ
ロ
イ
セ
ン
下
院
選
挙

　
も
同
様
の
方
法
を
採
用
し
て
い
た
。
O
恥
蕊
昏
P
o
り
昌
卜
5
0
Q
。
．

④
＜
σ
Q
控
勺
盆
δ
①
お
、
p
p
O
こ
ψ
H
O
O
轟
○
。
．

⑤
「
ハ
ル
フ
」
と
「
ク
リ
ュ
ヅ
チ
ェ
」
は
、
飲
食
店
主
の
名
前
で
あ
る
。

⑥
＜
α
q
ド
養
”
＝
．
い
お
8
■

⑦
一
八
四
八
年
、
『
ケ
ル
ン
新
聞
』
の
発
行
部
数
は
｝
万
七
四
〇
〇
で
あ
り
、
ラ

　
イ
ン
州
の
多
く
の
都
市
で
読
ま
れ
て
い
た
。
国
辱
♂
≦
冒
錺
。
冨
津
ω
σ
q
o
ω
。
田
。
簿
。

　
穴
9
易
、
G
Q
b
さ
。
り
．
＜
σ
q
り
円
円
。
。
自
N
望
ぎ
b
恥
ミ
題
貯
㌧
篭
総
こ
ミ
遣
．
腎
詠
ミ
N
ミ
§
臓
馬
噛
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じ
U
Φ
ユ
貯
お
ゆ
◎
ω
・
ミ
山
。
。
■
ま
た
、
一
入
五
〇
年
代
に
ケ
ル
ン
で
発
行
さ
れ
て
い

　
た
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
『
ド
イ
ツ
人
民
ホ
ー
ル
（
b
恥
ミ
魯
ぎ
ぎ
幕
罫
ミ
鳶
）
』
に
は
、

　
市
議
会
選
挙
に
関
す
る
広
告
や
記
購
は
ほ
と
ん
ど
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
。

⑧
畏
に
．
O
．
凸
刈
●
り
‘
b
。
ρ
Φ
」
g
。
8
．

⑨
暴
ミ
占
◎
。
」
O
篇
。
。
α
P

⑩
養
し
①
」
・
占
ω
．
ω
レ
。
。
㎝
O
．

⑪
＜
σ
q
ド
日
国
屋
3
＞
寄
婁
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
詮
ミ
ミ
〈
画
§
、
§
も
§
富
壽
寄
孚

　
誉
§
ミ
題
ぎ
9
ミ
一
癖
幽
b
暗
ミ
§
ミ
気
禽
恥
ミ
§
ミ
ミ
量
§
”
囚
α
言
一
Φ
。
。
一
ヤ
ω
■
。
。
“

　
1
①
①
．

⑫
＜
α
q
ド
国
鼻
g
H
α
q
℃
p
p
g
u
障
．
一
b
。
ギ
。
。
。
。
・

⑬
　
ミ
、
b
。
b
。
凸
ρ
ε
こ
ω
一
■
一
〇
こ
一
全
嵩
．
一
一
．
一
Q
。
8
噂

⑭
肉
N
G
。
一
」
O
二
謀
ム
q
払
ド
蕊
q
P

⑮
ミ
る
G
。
歯
メ
F
お
印
O
．

⑯
ミ
㌧
①
■
㊤
こ
H
卜
。
」
O
■
し
窃
■
δ
亀
』
。
。
」
O
」
。
。
心
O
幽

⑰
罠
卜
。
」
r
①
幽
F
お
q
㎝
．

⑱
一
八
五
五
年
に
は
、
ビ
ー
ル
醸
造
業
者
と
な
ら
ん
で
手
工
業
者
も
選
挙
運
動
を

　
展
開
し
た
が
、
や
は
り
成
功
し
な
か
っ
た
。
畏
μ
ほ
●
H
O
。
呂
…
ミ
㌧
b
δ
り
」
‘

　
◎
◎
■
b
o
．
一
Q
Q
α
O
．

⑲
ミ
㌧
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払
。
。
m
P

⑳
蚕
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α
．
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」
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q
P

⑳
養
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」
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。
㎝
O
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＠
　
資
鎗
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b
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幽
H
Q
。
8
嚇
ミ
讐
一
〇
。
■
H
b
。
．
一
Q
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密
◆
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ミ
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ミ
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箋
防
さ
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ミ
ミ
ぎ
ら
遵
．
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ミ
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噛
§
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ミ
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ミ
ミ
亀
ミ
譜
§
戚
ミ
晦
誉
ミ
ミ
ミ
”
囚
α
嘗
お
q
。
。
㌔
ω
・
鐙
．

⑭
蚕
憲
ム
ω
．
お
．
噌
δ
．
δ
・
お
軌
鈴
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
　
度
、
協
定
を
破
る

　
か
た
ち
で
、
ハ
ル
フ
委
貴
会
の
推
薦
す
る
弁
護
士
ベ
ッ
カ
ー
の
対
立
候
補
と
し
て

　
あ
が
り
、
決
選
投
票
で
敗
れ
る
こ
と
に
な
る
。
貧
慧
■
お
」
。
。
ま
’

⑳
＜
σ
Q
ド
Ω
9
、
罫
＝
σ
曾
鎧
誓
ロ
。
，
帽
⇔
α
．
．
σ
臼
σ
q
Φ
藍
9
。
Ω
ぐ
。
・
。
①
蕾
9
ゆ
津
、
、
、
o
魁
’

　
ω
b
。
㊤
る
O
い
閑
o
o
囲
肖
F
じ
ご
母
σ
q
Φ
掃
2
ヨ
β
a
σ
熔
お
〇
二
一
〇
冨
Ω
o
。
。
Φ
一
冨
魯
ρ
h
け
、
ω
．
自
－

　
蒔
ω
■

⑭
　
自
由
主
義
勢
力
の
「
党
派
」
と
し
て
の
組
織
化
が
遅
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、

　
こ
の
よ
う
な
市
民
層
の
態
度
と
関
係
し
て
い
た
。
＜
σ
q
一
．
8
℃
国
ぱ
げ
日
鉱
⑦
ひ
匡
鵠
－

　
醤
｝
囁
疑
ぎ
ミ
ミ
、
ミ
w
き
ミ
§
偽
（
㎏
。
。
ミ
農
偽
㎞
儀
y
Ω
α
a
誤
魯
お
①
。
。
、
の
』
－

　
一
Q
◎
’
な
お
、
メ
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
の
経
済
政
策
論
も
、
農
・
工
・
商
や
工
業
諸
部
門
の

　
「
調
和
的
」
発
展
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
＜
σ
Q
ド
団
①
耳
曾
σ
帥
。
ダ
沁
ケ
ω
貯
7

　
。
陰
。
『
⑦
『
ピ
旨
¢
鑓
胤
ω
旨
g
ω
、
ω
．
漕
Q
。
？
◎
。
◎
。
●
ま
た
、
肥
前
、
前
掲
書
、
二
〇
七
－
二
五

　
頁
も
参
照
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
　
「
ラ
イ
ン
州
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
」
の
三
級
選
挙
制
度
は
、
コ
般
公
民
」
理
念
を
犠
牲
に
し
な
が
ら
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
理
念
が
貫
徹
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
選
挙
制
度
に
よ
り
、
ケ
ル
ン
で
は
経
済
的
自
立
者
の
八
○
％
が
、
市
議
会
の
選
挙
権
か
ら
排

除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ゆ
そ
れ
に
は
都
市
中
間
層
に
属
す
る
小
営
業
者
の
大
多
数
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
階
級
別
方
式



一九琶紀中葉におけるケルン市議会選挙と市民層（棚橋）

は
、
上
位
の
第
一
お
よ
び
第
二
階
級
の
選
挙
人
に
圧
倒
的
な
優
位
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
上
位
階
級
の
優
位
は
、

企
業
家
層
の
経
済
的
成
長
に
と
も
な
い
、
五
〇
年
代
を
通
じ
て
ま
す
ま
す
強
力
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
ケ
ル
ン
市
議
会
の
社
会
構
成
を
み
て
も
、
商
人
や
銀
行
家
な
ど
の
企
業
家
層
が
す
べ
て
の
階
級
で
優
勢
で
あ
り
、
し
か
も
第
一
階
級
の
最
上

層
市
民
が
他
の
下
位
階
級
で
も
多
く
選
嵐
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
企
業
家
層
の
安
定
的
な
優
位
に
対
し
て
、
小
営
業
者
の
市
議
会
か
ら
の

後
退
は
、
ラ
イ
ン
州
に
お
け
る
「
中
間
身
分
」
概
念
の
変
化
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
ソ
ゼ
マ
ン
は
、
市
民
層
に
よ
り
構
成
さ
れ

る
「
中
間
身
分
」
に
将
来
の
政
治
的
、
社
会
的
秩
序
の
中
核
を
み
て
い
た
が
、
彼
の
考
え
る
「
中
間
身
分
」
と
は
、
高
納
税
者
で
あ
る
「
商
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
工
場
主
」
を
主
体
と
す
る
か
な
り
排
他
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ン
州
で
は
市
議
会
選
挙
を
通
じ
て
、
こ
の
排
他
的
な
「
中
間
身
分
」
が

現
実
的
存
在
と
な
っ
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
第
四
章
で
み
た
よ
う
に
、
市
民
磨
の
選
挙
運
動
に
お
け
る
候
補
者
の
推
薦
は
市
議
会
の
「
調
和
的
」
構
成
に
配
慮
し
て
行
な
わ
れ
、

選
挙
で
は
「
多
数
派
」
の
選
挙
人
も
意
識
的
に
「
少
数
派
」
の
候
補
者
に
投
票
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
選
挙
人
に
お
け
る
企
業
家
層
の
圧
倒

的
な
優
位
が
、
そ
の
ま
ま
階
級
的
利
害
に
よ
る
「
党
派
的
」
な
選
挙
に
つ
な
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
市
民
層
は
「
中
間
的
」
位
置
か
ら
の
、
他
の
社
会
層
の
統
合
を
め
ざ
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

四
〇
年
代
の
「
大
衆
貧
困
状
況
（
勺
窪
℃
Φ
昌
。
・
B
器
）
」
の
顕
在
化
や
四
八
年
革
命
な
ど
を
通
し
て
「
下
」
か
ら
脅
威
が
増
大
し
て
く
る
と
、
市
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

層
は
「
下
」
に
対
し
て
次
第
に
排
他
的
、
、
敵
対
的
傾
向
を
強
め
、
他
方
で
「
上
」
と
の
「
対
立
線
」
は
次
第
に
色
槌
せ
て
い
く
。
こ
う
し
た
市

民
層
の
保
守
化
は
、
ラ
イ
ン
州
に
お
け
る
三
級
選
挙
制
度
の
成
立
過
程
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
五
〇
年
代
に
お
け
る
ケ
ル
ン

市
議
会
か
ら
の
小
営
業
者
の
漸
次
的
排
除
も
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
市
議
会
選
挙
に
お
け
る
ケ
ル
ン
市
民
の
選
挙
行
動
は
、
一
九
世
紀
中
葉
に
お
い
て
も
排
他
的
な
階
級
利
害
に
よ
り
て
完
全
に
支
配

さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
「
市
民
社
会
」
の
形
成
を
め
ざ
す
「
市
民
的
」
理
念
に
も
依
拠
し
て
い
た
と
い
え
る
。

’
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
市
民
的
」
理
念
は
、
そ
の
誘
い
つ
頃
ま
で
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
み
た
よ
う
な
都
市
に
お
け
る
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市
民
層
の
「
調
和
」
．
へ
の
配
慮
は
、
一
九
世
紀
中
葉
の
た
ん
な
る
過
渡
的
現
象
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
一

九
世
紀
中
葉
以
降
、
資
本
主
義
経
済
の
発
展
に
と
も
な
う
経
済
的
不
平
等
と
従
属
関
係
の
拡
大
の
な
か
で
、
す
な
わ
ち
理
想
と
さ
れ
た
「
市
民

社
会
」
の
非
現
実
性
が
明
白
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
そ
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
中
央
に
お
け
る
党
派
対
立
の
激
化
と
の
関
係
で
、
都
市
に
お
け

る
市
民
層
の
政
治
行
動
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
た
の
か
を
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

①
＜
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〔
付
記
〕
　
本
稿
は
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
金
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Die　Stadtverordnetenwahl　und　Bttrger　in　der　rheinischen

　　　　　Stadt　K61n　in　der　Mitte　des　19．　Jahrhunderts．

VOB

TANAHAsHI　Nobuaki

　　In　der　geschichtlichen　Forschung　des　deutschen　Liberalismus　wird

nur　von　dem　“groBbifrgerlichen”　Charakter　und　dem　Pragmatismus

des　rheinischen　Liberalismus　gesprochen．　Aber　eigene　poiitische　Gedan－

ken　und一　HandlungeR　der　rheinischen　Btirger　sind　noch　nicht　genttgend

・erforscht．　ln　der　vorliegenden　Abhandlung　wollte　ich　auf　der　politisc｝ien

・Ebene　der　Stadt　die　“btirgerliche”　Grundlage　des　rheinischen　Liberalis－

mus　ttberpritfen．　Dafttr　habe　ich　mich　exemplarisch　besonders　mit　Pro－

blemen　hinsichtliche　Teilnahme　der　Bifrger　an　der　Stadtverordnetenwahl

in　der　Stadt　K61n　beschaftigt．

　　Das　Dreiklassenwahlsystem，　das　1845　zum　erstenmal　von　der　Ge－

meindeordnung　fUr　die　Rheinprovinz　angenommen　wurde，　entsprach　den

Forderungen　der　rheinischen　Bourgeoisie．　ln　K61n　war　das　Wahlrecht

zunachst　auf　Bifrger　mit　einem　Einkommen　ttber　400　Taler　beschrankt．

Diese　machten　aber　nur　20％　der　wirtschaftlich　selbststandigen　Ein－

wohner　aus．　AuBerdern　waren　die　wahlberechtigen　Bttrger　in　drei　Klassen

aufgeteilt，　und　die　Mitglieder．　der　oberen　zwei　Klassen　hatten　gr6Bere

Vorteile．　Das　hatte　eine　Praponderanz　der　GroBkaufleute　tmd　Bankiers

bei　der　Wahi　der　Stadtverordneten　K61ns　zur　Folge，　wodurch　die　kleine

Gewerbetreibende，　z．　B．　1’landwerksmeister　und　Bierbrauer，　waren　Anfang

der　50　er　Jahre　aus　der　Stadtverordneten－VersammluRg　verdrangt　wurden．

　　Aber　die　Wahlkampagnen　der　Bttrger　waren　von　der　“bUrgeriichen”

Grundidee　beeinfluBt，　die　auf　“harmdnische”　Zusamrnensetzung　der

Stadtverordneten－Versammiung　zielte．　Die　bUrgerlichen　Wahlvereine

hatten　aus　verschiedenen　sozialen　und　polltischen　Bereichen　Kandidaten

fUr　die　Stadtverordneten　aufgestellt．　Die　Wahlkampagnen　waren　im

allgemeinen　“unparteiliche”　Bewegungen．　Das　“gro　Bbttrgerliche”　ln－

teresse　hatte　noch　in　der　Mitte　des　19．　Jahrhunderts　nicht　das　Wahl－

verhalten　der　Stadtbtirger　entscheidend　beherrscht．
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